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Ⅰ かながわ文化芸術振興計画 年次報告について 

１ かながわ文化芸術振興計画年次報告の位置付け 
県はかながわ文化芸術振興計画（以下「計画」といいます。）について、平成 21 年３

月に策定、平成 26 年３月に改定し、平成 26～30 年度の５か年間に取り組む「重点施策」

及び「基本的な施策」を掲げ、取組みを進めています。 

この年次報告は、それぞれの施策に係る平成 29 年度の実施状況について県文化芸術振

興審議会に報告し、御意見を踏まえまとめたものです。 

このうち、重点施策については概要を２のとおり整理しました。 

資料の構成は、「重点施策」（３～25 ページ）、「基本的な施策の実施状況」（26～

49 ページ）で整理しています。 

「Ⅱ 重点施策の実施状況」（３ページ） 

計画の施策体系のうち、「重点施策」と位置付けている各施策の実施内容を記載して

います。また、その効果、課題、今後の方向性について、記載しています。 

「Ⅲ 基本的な施策の実施状況」（26 ページ） 

計画に掲げる「基本的な施策」に位置付けられている各事業の実施状況について、そ

の概要を一覧にして記載したものです。 

「Ⅳ 進行管理のための参考指標」（50 ページ） 

施設の利用者数、利用率など量的なものと、文化芸術に関する県民の意識など質的な

もの両面から、それぞれ関連するデータを記載しています。 

２ 重点施策の実施状況の概要（詳細は３～25 ページに記載しています）
 「重点施策」に位置づけた各事業の平成 29 年度実施状況等について、取組みの内容、

工夫点等を中心に整理し、その概要を次のとおりまとめました。 

重点施策１ 地域の伝統的な文化芸術の保存、継承、活用 

小・中学生向けのワークショップ、歌舞伎鑑賞教室等の伝統芸能の体験・鑑賞機会の

提供や、民俗芸能祭の開催、文化芸術活動団体への助成等を通じた発表機会の確保など

に取り組み、伝統芸能に対する県民の理解を深めることができた。 

重点施策２ 次代を担う子ども・青少年の文化芸術活動の充実 

県立文化施設での子どもたちを対象とした公演、展覧会の開催とアウトリーチによる

鑑賞普及事業を実施し、子どもたちが文化芸術に触れ、関心を持つ機会を提供すること

ができた。 

重点施策３ 国際文化交流の充実 

神奈川芸術劇場における国際共同作品の上演や舞台芸術関係者のミーティング、三県

省道（中国・遼寧省、韓国・京畿道、本県）の三県省道交流会議において、情報交換や

具体的な取組みになどの話し合う機会を設け、相互の文化に対する理解を深めることが

できた。 

重点施策４ 文化芸術事業の発信力の強化（マグカルのブランド力の向上） 

 文化芸術の力で人を引きつけ、地域の賑わいを創出するため、神奈川オリジナルのコ

ンテンツの制作や、文化芸術団体との連携によるワークショップ等を行った。 

さらに、「マグカル・パフォーミングアーツ・アカデミー」を設置し舞台芸術人材の

発掘と育成、また、「マグカル劇場」として、青少年に、舞台芸術の発表の場を提供し

た。 

重点施策５ 文化芸術の振興を図るための環境整備 

 利用者に施設をより安全に利用していただくため、改修工事等を適切に行うなど、必

要な整備を行った。 
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重点施策 

重点施策１ 

地域の伝統的な文化芸術

の保存、継承、活用 

・文化資源や伝統芸能の 

活用 

・技術･技能の継承者の 

育成･支援 

重点施策２ 

次代を担う子ども･青少

年の文化芸術活動の充実 

・創作活動の支援 

・アウトリーチの展開 

・ワークショップ等の体 

験活動の充実 

・効果的な取組みの促進 

重点施策３ 

国際文化交流の充実 

・神奈川の文化芸術の海 

外発信 

・三県省道等の文化交流 

事業の推進 

重点施策４ 

文化芸術事業の発信力の

強化（マグカルのブラン

ド力の向上） 

・神奈川発のコンテンツ 

の創出 

・「マグカル」の全県展 

 開 

・パフォーミングアーツ

人材の育成 

重点施策５ 

文化芸術の振興を図るた

めの環境整備 

・県立文化施設（ホー 

ル、劇場等）の計画的 

な維持･保全等 

・施設の機能としての人 

材育成 
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Ⅱ 重点施策の実施状況 

 重点施策１ 地域の伝統的な文化芸術の保存、継承、活用 

  計画では、県内地域の自然、歴史、風土によりはぐくまれてきた伝統芸能などの伝統

的な文化芸術について、伝統芸能の担い手だけでなく、県民が伝統芸能の存在意義に対

する認識を深め、守り、継承していくために伝統芸能の鑑賞、発表機会を提供していく

こと、将来の文化芸術の向上･発展の基礎ともなる伝統的な文化芸術を支える技術･技能

の継承者に対する支援の充実を図ることとともに、地域のコミュニティの活性化、地域

の賑わいづくりに有形・無形の文化資源を活用していくことが必要としている。 

  これらを踏まえ、県民をはじめ多くの人たちが、県内各地の伝統芸能を知る機会をも

ち、その価値を知って大切に継承していけるような取組みを行うため、次のような施策

を実施している。 

 １ 伝統芸能の普及啓発、鑑賞・発表機会の提供 
 （１）施策の内容 

伝統芸能についての理解と認識を深めるとともに、後継者の育成につながるよう、

市町村と連携しながら、小・中学生及び高校生向けのワークショップ、歌舞伎鑑賞

教室等の伝統芸能の体験・鑑賞機会の提供や、民俗芸能祭の開催、文化芸術活動団

体への助成等を通じた発表機会の確保などに取り組んでいる。 

 さらに、幅広い年代層の集客が図れる演出を行うなどして、多くの方々が地域の

伝統芸能に触れる機会を作り出し、日頃は伝統文化に興味を持っていない方でも、

その価値を認識できるような取組を積極的に推進した。 

 （２）施策の効果 

 公演やワークショップといった機会を通じて、日本古来の伝統芸能や地域で受け

継がれている貴重な民俗芸能を紹介することで、県民の理解、認識を深めることが

できた。 

また、小・中学生向けのワークショップ事業を家族で参加できる形式で実施するこ

とにより、後継者育成に必要不可欠な、子どもの保護者の理解を得る工夫を行ない、

ワークショップをきっかけに、終了後も継続して民俗芸能に取り組む児童・生徒の発

生により伝統芸能を支える継承者育成の効果が得られている。 

 伝統芸能を再発信する新たな取組みでは、地域にゆかりのある物語をテーマとし

た歌舞伎舞踊作品や民俗芸能の上演により、地域の賑わいを作り出し、伝統芸能の

普及・啓発にも繋がった。 

 （３）課題 

 現在の取組みは一定の効果を得ているものと考えるが、今後、更に多くの県民等

に、鑑賞・発表機会の提供ができるよう新たな地域での実施などを検討する必要が

ある。 

 （４）次期改定に向けた今後の方向性 

県内市町村や関係団体との連携をいっそう深めながら、各事業の参加者や対象地

域を広げていくことにより、地域に根付かせる取組みを進めていく。 

また、ワークショップについては、参加者への十分な指導を行うため、少人数で

の開催とするなど、より効果的な手法での担い手育成・支援の取組みを推進してい

く。 

    その他、伝統芸能を再発信する取組みについては、県が実施する2020年東京オリ

ンピック・パラリンピックの文化プログラムの企画の１つとしても実施予定として

おり、オリパラ終了後も継続して実施するよう、積極的に推進していく。 
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 （５）取組み状況 

取組みの 

名称 
取 組 み の 内 容 ・ 工 夫 点 実   績 

(1)文化資

源や伝統芸

能を活用し

た文化芸術

の発信 

「カナガワ リ・古典プロジェクト 2017 大
磯」 
【内容】 

湘南・県西地域にゆかりのある「曽我物語」
をテーマとした歌舞伎舞踊作品や、開催地域
にゆかりのある出演者による民俗芸能を上
演することで、地元住民の伝統文化に対する
関心や意識が向上し、地域の活性化に寄与し
た。 
【工夫点】 

伝統芸能公演のほか、子供やその保護者向
けのアートワークショップの開催や、江戸時
代から現代までの花火の解説をしながら、打
上花火を実施し、幅広い年代の集客が図るこ
とができ、伝統芸能に関心が低い層に対する
普及促進にも寄与することができた。

平成 29 年 11 月５日 
 参加人数：1,500 名  

 (2)伝統芸

能を支える

技術・技能

の継承者の

育成・支援

【内容】 
①かながわ伝統芸能ワークショップ「相模

人形芝居学校交流ワークショップ」 
高等学校等において、伝統芸能への関心を

喚起し、団体の活動の紹介や上演等を行うワ
ークショップを行った。 

②かながわ伝統芸能ワークショップ「日本
舞踊に学ぶ‛和’の作法」 

小・中学生を対象に、着物の着方の練習、
日本舞踊等を体験するワークショップを行
った。 

【工夫点】 
②について、小・中学生に加えて、保護者

も含め、家族で伝統芸能を共有できるイベン
ト運営に努めた。 

①相模人形芝居学校交流ワークシ
ョップ：６月２日、９月 28 日、
10 月 19 日、12 月 16 日 

・参加者数：1,005 人 
（４日間合計） 

②日本舞踊ワークショップ 
伊勢原、横須賀、藤沢、横浜の
４会場 

・参加者数：115 人（４会場合計）

※アンケートの結果、99％の参加
者が内容に「満足」と回答した。

(3)県立文

化施設等で

の伝統芸能

にかかわる

公演の実

施、発表機

会の確保 

【内容】 
伝統芸能の普及･理解の促進、伝統芸能の

後継者育成を目的として、「かながわ伝統芸
能祭」（４公演）を実施した。 

学生･初心者向きの古典芸能の鑑賞事業と
して「神奈川県歌舞伎鑑賞教室」及び「人形
浄瑠璃文楽」の２公演を、また、県内の民俗
芸能を広く県民に紹介する取組みとして「か
ながわ子ども民俗芸能フェスティバル」及び
「地芝居」の2公演を実施した。 

【工夫点】 
どの公演にも、わかりやすい解説、資料等

も付けることで、子ども・青少年にとっても
伝統芸能の魅力が伝わるよう工夫している。
また、「歌舞伎」「文楽」の２公演について
は、都内と比べても手軽な入場料で我が国が
誇る古典芸能を鑑賞できるよう配慮してい
る。 

なお、前回課題として挙げられた会場まで
のアクセス難の声に対応して、文楽の夜公演
については、桜木町駅前から会場までの無料
チャーターバスを４回運行した。 

来場者数：4,567名（計４公演） 

（内訳） 
・神奈川県歌舞伎鑑賞教室 
(７月26･27日) 
入場者2,071人 

・人形浄瑠璃文楽 
(10月８日) 
入場者1,378人 

・かながわこども民俗芸能ﾌｪｽﾃｨﾊﾞ
ﾙ 
(11月26日) 
入場者344人 

・地芝居2018 
(３月４日) 
入場者774人
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取組みの 

名称 
取 組 み の 内 容 ・ 工 夫 点 実   績

(4)能・狂言

等鑑賞教室

の開催 

【内容】 
①「能・狂言鑑賞体験教室」（アウトリーチ）
鎌倉能舞台等で鑑賞体験教室を開催。能・狂
言の鑑賞や能の歴史の解説、和楽器の体験等
を行った。 

②「能楽ワークショップ」（公募型） 
小田原市民会館、県立青少年センターでワー
クショップを開催。謡曲・楽器の体験や能の
鑑賞を行った。 

【工夫点】 
②について、小・中学生に加えて、保護者

も含め、家族で伝統芸能を共有できるイベン
ト運営に努めた。 

①学校等での鑑賞教室開催： 
４月27日、５月11日、１月24日、
１月26日 
参加者数：1,930人（４日間合計）

②能楽ワークショップ： 
２月17日：小田原市民会館、 
３月３日：県立青少年センター 
・参加者数：56人（２会場合計）

※ワークショップにて、小田原会
場、横浜会場共に、全員の参加者
が「満足」、「やや満足」と回答
した。 

(5)文化芸

術団体への

支援や連携

による発表

機会の確保

【内容】 
県内の文化芸術活動団体が行う事業に対

して、公募により補助金を交付した。 

【工夫点】 
平成28年度からは、優先して採択する枠を

創設し、平成29年度は、「伝統芸能枠」「青
少年枠」を設け、引き続き募集を行った。

・要望団体数：54件 
・助成団体数：35件 
・助成金交付額：8,300千円 

(6)子ども

を対象とし

た民俗芸能

フェスティ

バルの開催

【内容】 
子どもたちを中心に民俗芸能の保存・継承に
取り組む団体に発表の場を提供し、伝統芸能
へ関心を持つ若者の育成を支援していくた
め、「かながわこども民俗芸能フェスティバ
ル～れとろびーと2017～」を実施した。 

【工夫点】 
公演実施のノウハウを有する青少年セン

ターへの再配当事業方式を使い、効果効率的
な事業の実施に努めた。

「かながわこども民俗芸能フェス
ティバル～れとろびーと2017～」
：11月26日 
・入場者数：344人
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 重点施策２ 次代を担う子ども・青少年の文化芸術活動の充実 

  計画では、子どもたちの抱える問題の多様な背景の一つに、感性、共感する心、他者

をいたわる心、想像力の欠如等といった要因が見出されることを示し、今後、学校との

連携を進め、子ども・青少年の豊かな心や感性、創造性、コミュニケーション能力など

をはぐくむために、次代の文化芸術の担い手の育成も考慮しながら、子ども・青少年を

対象とした優れた文化芸術の鑑賞機会や体験機会の充実を図ることが必要であり、その

際には、地域的な差異を補完する視点が必要としている。 

  これらを踏まえ、神奈川のすべての子ども・青少年が、豊かな心や感性、創造性、コ

ミュニケーション能力をはぐくむことができるような取組みを行うため、次のような施

策を実施している。 

 １ 文化芸術の鑑賞機会の提供 
 （１）施策の内容 

県立文化施設での子どもたちを対象とした公演・展覧会の開催のほか、音楽鑑賞

機会の少ない子どもたちへのアウトリーチによる鑑賞普及事業、文化芸術団体との

連携による子どもたちを対象とした音楽体験事業等を実施してきた。 

 例えば、県立文化施設での子どもたちを対象とした公演・展覧会として、県民ホ

ール神奈川芸術劇場の「KAATキッズプログラム」や県立音楽堂の「三ツ橋敬子の新

☆夏休みオーケストラ！みんなでドキドキ！編」による子ども向けの演劇、音楽プ

ログラム、神奈川近代文学館における児童文学をテーマにした展覧会、近代美術館

や歴史博物館等における子ども・青少年向けの講座やワークショップ等を開催した。 

 また、小中学校等との連携によるアウトリーチ事業や、県内のプロオーケストラ

との連携による公演や音楽鑑賞教室なども積極的に開催した。 

 （２）施策の効果 

 県立文化施設での公演・展覧会等や、アウトリーチ事業等による音楽鑑賞機会の

提供に対して、子どもたちなど多くの参加者から、肯定的な意見を得ている。 

 また、県立文化施設での子ども向け公演の開催により、普段は訪れる機会が少な

いと思われる県立文化施設に子どもたちが足を運ぶことにより、子どもたちが文化

芸術に触れ、関心を持つ機会を提供することができた。 

 さらに、ワークショップ等を実施することで、子どもたちの豊かな想像力や思考

力を養い、ひいては将来の芸術家や観客層の形成、優れた文化の創造につなげるこ

とに寄与した。 

 （３）課題 

 現在の取組みは、一定の効果を得ているものと考えるが、こうした公演・展覧会

について、より多くの子どもたちに参加していただくため、毎年、子どもたちが参

加しやすい夏休み期間を中心に開催するよう調整するとともに、学校等と連携して、

より効果的な広報を行う必要がある。 

 また、アウトリーチ事業等の開催地域が一部に限られているため、県西等の音楽

ホールが少ない地域においても鑑賞機会を確保できるよう、地道に開催地域を広げ

ていく必要もある。 

（４）次期改定に向けた今後の方向性 

今後より多くの地域で取組みを実施するため、市町村や学校との更なる連携・協力

を図るとともに、その際には、地域ごとのニーズや関係者との役割等に十分留意して

いく。また、少子高齢社会等の社会状況の変化を考慮し、子どもや高齢者・障がい者

など、あらゆる人の文化芸術活動の充実を図る施策を見据えていく。 
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 （５）取組み状況

取組みの

名称 
取 組 み の 内 容 ・ 工 夫 点 実   績 

(1)学校

等と連携

したアウ

トリーチ

の展開 

■県立音楽堂 
【内容】 

「子ども・青少年への音楽体験の提供」を
めざして「子どものためのアウトリーチ事
業」を実施した。 

楽器に触れられるワークショップ等を行
い、子どもたちが音楽に触れる機会を提供し
た。 

【工夫点】 
施設になかなか足を運べない子どもたち

のために、県内養護学校へアウトリーチを実
施するとともに、横浜市内の小中学校は、横
浜市芸術文化プラットフォーム事業を活用
して広報等を行った。 

＜参加者：485 人＞ 

（内訳） 
・12 月１日・４日・５日： 
 横浜市立川上北小学校 151 人 
・12 月 18 日・20 日： 
 横浜市立希望ヶ丘小学校 68 人 
・２月１日：県立横浜ひなたやま支
援学校 172 人 
・３月１日：県立平塚養護学校 
in 音楽堂（呼び込み型ｱｳﾄﾘｰﾁ） 
 94 人 

■神奈川県民ホール 
【内容】 

神奈川県民ホールで、５月３日に開催した
横浜出身の作曲家・ピアニストの加藤昌則に
よるキッズ・プログラムを、全校児童 11 名
の神奈川県で一番児童数の少ない小学校に
出張し、実施した。児童たちと一緒に家庭か
ら持ち寄った物などを活用して、効果音をつ
け、「おんがくものがたり」を発表した。 

【工夫点】 
暗い森の中で起こる自然の情景を音にす

る上で、加藤昌則氏が書き下ろした物語を俳
優の小関明久氏が朗読するなど、子どもたち
の想像力をかき立てる工夫を行った。 

場所 ：清川村立宮ケ瀬小学校 
日時 ：12 月 20 日 
参加者：41 人 
（小学生 11 名、保護者・関係者 30
名） 

(2)県立

文化施設

での子ど

もたちを

対象とし

た鑑賞事

業の実施

■神奈川芸術劇場 
【内容】 
「KAAT キッズプログラム」 

子ども向けの演劇、ミュージカルなどを上
演した。 
・「不思議の国のアリス」 
・「ピノキオ～または白雪姫の悲劇」 
・「アルヴィン・スプートニクの深海探検」
・「ひつじ」  
・「マリアと緑のプリンセス」」 

【工夫点】 
親子チケットや子ども料金の設定など、手

ごろな価格で観覧しやすいよう配慮した。 

・「不思議の国のアリス」 
7/22～８/６ 16回 中スタジオ
来場者数： 2,749 人 

・「ピノキオ～または白雪姫の悲劇」
７/15～17 ６回 大スタジオ 
来場者数：1,274 人 
※県外での公演：７/22,23、28～

30、８/２、５、12、15、18、20、
22、25、27、９/２、３ 19 回 6,736
人 
・「アルヴィン・スプートニクの

深海探検」 
8/16、17 ３回 大スタジオ 
来場者数：550 人 

・「ひつじ」 
8/16、17 ３回 アトリウム 
来場者数：610 人 

・「マリアと緑のプリンセス」 
9/２ ２回 ホール 
来場者数：1,581 人 
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取組みの

名称
取 組 み の 内 容 ・ 工 夫 点 実   績

(2)県立

文化施設

での子ど

もたちを

対象とし

た鑑賞事

業の実施

■県立音楽堂 
【内容】 

「子ども・青少年への音楽体験の提供」を
めざした公演として、「三ツ橋敬子の新☆夏
休みオーケストラ！みんなでドキドキ！編」
を実施。平成 29 年度は、関連企画アウトリ
ーチも含めて、６月 19 日から８月 12 日にか
けて開催。アウトリーチ公演からワークショ
ップまで様々な形で音楽に触れる機会を提
供した。 

【工夫点】 
舞台のスタッフ業務を体験できるジュニア
スタッフ養成講座やバックステージツアー、
更に昨年度に引き続き、舞台体験の海外から
英国人音楽家を招聘し、プロの演奏家と一緒
に曲を作るワークショップ等、様々な形で音
楽に触れられるよう工夫した。 

＜参加者：1,990 人＞ 

（内訳） 
・二宮町立二宮小学校（ｱｳﾄﾘｰﾁ）：
 ６月 19 日 666 人 
・同小学校音楽委員会訪問： 
 ６月 19 日 33 人 
・音楽作りﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ： 

８月９日 72 人 
・ﾊﾞｯｸｽﾃｰｼﾞﾂｱ-&ﾐﾆｺﾝｻｰﾄ： 

８月 10 日 200 人 
・はじめてでも楽しめる「公開ﾘﾊｰ
ｻﾙ」：８月 11 日 198 人、 
・指揮者・三ツ橋敬子さんとの対話
の広場：８月 11 日 29 人 
・ｼﾞｭﾆｱｽﾀｯﾌ養成講座： 

８月９～12 日 19 人 
・三ツ橋敬子の「新☆夏休みオーケ
ストラ！」みんなでドキドキ編： 

８月 12 日：：771 人、 
指揮者体験：２人 

■美術館・博物館 
【内容】 
＜展覧会＞ 
・近代美術館 
葉山館・鎌倉別館での８展覧会において、

子どもたちを対象とした取組を実施 

＜教育普及事業＞
・ワークショップ、先生のための特別鑑賞の
時間、学校との連携事業開催 

【工夫点】 
・優れた芸術を鑑賞する機会を提供するとと
もに、教育現場とのネットワークづくりを重
視した連携に取り組みながら、ワークショッ
プ等、特に児童、生徒対象の鑑賞教育支援事
業を拡充 

＜入館者数＞ 
近代美術館：128,927 人 

＜教育普及事業参加者数等＞ 
（近代美術館） 
・学校との連携授業：26 回  

延参加人数 913 人 
・ワークショップ 20 回  

延参加人数 714 人 
・先生のための特別鑑賞の時間： 

10 回 延参加人数 104 人 

(3)文化

芸術団体

との連携

による子

どもたち

を対象と

した音楽

体験事業

等の実施

【内容】 
（公財）神奈川フィルハーモニー管弦楽団が
実施する、「子どもたちの音楽芸術体験事業」
(平成29年12月５日・６日・18日及び平成30
年１月29日～31日開催)や音楽鑑賞教室等を
支援し、オーケストラが奏でる生の音楽に、
子どもたちが身近に触れる機会を提供した。

【工夫点】 
「子どもたちの音楽芸術体験事業」では、

プロのオーケストラとの共演や事前の実演
指導を取り入れた参加型の演奏会を開催し、
子どもたちが能動的に参加する仕組みを提
供した。 

＜参加者数：56,326 人（48 回）＞

（内訳） 
・子どもたちの音楽芸術体験事業
(主催) ６回 3,616 人 
・音楽鑑賞教室 42 回 52,710 人
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取組みの

名称
取 組 み の 内 容 ・ 工 夫 点 実   績

(4)近代

文学館で

の児童文

学を題材

とした展

覧会等の

実施 

【内容】 
神奈川近代文学館では、毎年子どもの来館が
増加すると想定される夏の期間に児童文学
展を実施した。 

【工夫点】 
子ども向けの広報としては、教育委員会の

協力を得て、横浜市内の全公立小学校の児童
にチラシを配布した。横浜市内幼稚園・保育
園へのチラシ配布も実施した。また、前年度
に引き続いて学校法人岩崎学園との包括協
定に基づき、専門学校や保育園、放課後児童
クラブへのチラシ配布を行った。

「角川栄子『魔女の宅急便』展－魔
女とおばけと－」企画展 
・会期中の入場者数：9,111人 
（１日平均160人） 
（うち、小・中学生以下の入場者数
：1,721人） 

２ 文化芸術活動の体験機会の充実 

（１）施策の内容 

子ども・青少年を対象とした文化芸術の発表の場の提供や、県立文化施設での子

ども向けイベントの開催、青少年施設における体験事業などを実施してきた。 

 例えば、中・高校生を対象とした美術展の開催や神奈川近代文学館における児童

文学展の開催に併せた子ども向け行事や、宿泊型の体験活動施設である藤野芸術の

家において事業を実施している。 

 （２）施策の効果 

 優れた文化芸術の鑑賞・体験機会、自らの作品創作及び発表の機会を提供するこ

とで、子どもたちの芸術への興味と理解を深めることができ、子どもたちや保護者

等からも好評を得ている。 

 また、こうした事業をきっかけに、自ら積極的に創作を始めたり、継続して民俗

芸能に参加する子どももみられ、子どもが担う文化芸術活動の活性化につながって

いるものと考えられる。 

 （３）課題 

 現在の取組みについては、恒例行事として定着しているものもあり、一定の効果

を得ているものと考えるが、今後はより多くの子ども・青少年に参加していただく

よう、新たな事業にも取り組んでいく必要がある。 

（４）次期改定に向けた今後の方向性 

    子どもたちの興味や関心をより強く意識した事業を行うとともに、より効果的な

広報の充実を図れるような方法を検討し、その際には、参加者や対象地域を広げて

実施できるよう、学校や県内市町村等との連携に留意していく。また、少子高齢社

会等の社会状況の変化を考慮し、子どもや高齢者・障がい者など、あらゆる人の文

化芸術活動の体験機会の充実を図る施策を見据えていく。 
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 （５）取組み状況

取組みの 

名称 
取 組 み の 内 容 ・ 工 夫 点 実   績 

(5)子どもを

対象とした公

募美術展開催

等による創作

活動の支援 

【内容】 
 青少年の作品発表の機会の提供、創
作活動の支援及び県美展の活性化を図
るため、第 50 回に開始した、公募美術
展「神奈川県美術展特別企画展（中・
高校生対象）」を平成 29 年度も引き続
き開催した。 

【工夫点】 
平成 29 年度は開催場所の県民ホー

ルの工事があったことで例年より２カ
月前倒しの日程で行ったため、年度が
始まったばかりの日程であり、応募が
少なくなってしまったが、締切を延ば
して学校への働きかけを積極的に行っ
た。 

【第 53回神奈川県美術展中高生特別
企画展実績】 

６月 14 日～７月１日 
（うち２日休・開催 16 日間） 

 応募点数：248 点 
 応募者数：203 人 
 入選点数：99 点 
 入賞点数：18 点 
 入場者数：4,485 人

(6)文化芸術

団体との連携

・協働による

子どもたちの

文化芸術活動

の推進 

※重点施策１の取組み「(4)能・狂言等鑑賞教室の開催」と同様のため、記載
省略。 

(7)青少年セ

ンター、藤野

芸術の家での

文化芸術を体

験する機会の

提供 

■青少年センター 
【内容】 

夏休みの時期に、子ども、青少年向き
の優れた舞台芸術の演目を選定し、公演
を実施した。 
①第 302 回青少年芸術劇場（７月 16 日）
「ルドルフとイッパイアッテナ」（イッ
ツフォーリーズ） 
②第 303 回青少年芸術劇場 
（12 月 22 日、23 日） 
「宝島」（劇団かかし座） 
③第 44 回青少年ダンス鑑賞会 
（８月 11 日） 
・モダンダンス（振付・出演）長谷川ま
いこ、坂田守 
・ジャズダンス（振付）石田萌夏、中村
隆彦、（出演）本田瑞貴、石田萌夏 他

【工夫点】 
①②については、予算減の影響等から

例年１演目１公演となっていたが、アー
ト系 NPO との共催で実施することによ
り、２演目３公演実施することができ、
事業効果を高めることができた。（前年
の鑑賞者数：523 人） 

①鑑賞者数：733 人 

②鑑賞者数：1,420 人 

③鑑賞者数：202 人 

※、青少年ダンス鑑賞会は、「青少
年ダンス講習会」の一部として、受
講する青少年を中心に鑑賞してい
るが、ダンス部の生徒たちにとっ
て、プロの演技を見る機会が少ない
ことから、高い評価をもらってい
る。アンケートでは「とてもよかっ
た」「よかった」を回答した鑑賞者
が 90％以上に上った。 
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取組みの 

名称
取 組 み の 内 容 ・ 工 夫 点 実   績

■藤野芸術の家 
【内容】 
①体験事業 
 初心者をはじめあらゆる人々が、気軽
に陶芸・木工・ガラス工芸・音楽等の芸
術体験や自然体験に親しむための常設
事業及び季節にあった期間限定の体験
事業を実施 
②学習事業 
 専門家を講師に迎え、音楽、美術、工
芸等の教室を開催し、技術の修得や知識
向上を図るための事業を実施 
③創造事業 
 専門的な芸術活動、創造活動のための
講習会や優れた芸術家の作品を鑑賞す
るための事業を実施 
④活動支援事業 
 青少年をはじめあらゆる人々が、人と
のふれあいを通して、芸術や自然に親し
む機会を作り、様々な体験活動を支援す
るための事業を実施 

【工夫点】 
 陶芸・木工などの体験事業は、季節に
あった体験メニューの企画実施、また、
新たな体験メニューを開発・提供したこ
とで多くの利用者に好評であった。ま
た、外部のホームページ、タウン誌、ラ
ジオ、新聞、県のたより等を活用した積
極的な広報活動や県西（湘南）地域への
広報活動に力を入れ、集客力の向上に取
り組んだ。

＜参加者数＞ 
①体験事業 39,106人  
（内訳） 
・陶芸体験 7,149人 
・木工体験 8,641人   
･ガラス工芸23,109人 
・夏休み！親子で楽しむ3つのラッ
パのコンサート 92人 
・春休み！親子で楽しむ大きいラッ
パの仲間たちのコンサート 115人 

②学習事業 443人 
（内訳） 
・地域作家教室 40人 
・美術基礎講座 34人 
・音楽基礎講座  66人 
・音楽芸術講座 52人 
・ｱｰﾄﾃｸﾆｶﾙｽｸｰﾙ 84人 
・ﾌﾘｰﾗｲﾌﾞ 167人 

③創造事業 182人 
・東京吹奏楽団による特別公演  

④活動支援事業 6,050人 
（内訳） 
・地域連携～第26回藤野村歌舞伎公
演 386人 
・地域連携～第7回藤野芸術の家音
フェス182人 
・学校等連携～校外学習等団体受入
5,482人 
・情報フォーラム運営等 

(8)伝統芸能

ワークショッ

プの実施 

※重点施策１の取組み「(2)伝統芸能を支える技術・技能の継承者の育成・支
援」と同様のため、記載省略。 

(9)県立近代

文学館での子

どもたちが読

書に親しむた

めの事業の実

施 

【内容】 
夏休みと春休みの子どもの長期休み

期間に合わせて「かなぶんキッズクラ
ブ」として紙芝居、映画会、絵本の読
み聞かせなどを実施した。 
【工夫点】 
特に夏休み期間のイベントは、企画展
のテーマに合わせた内容でも開催し
た。 

＜夏休み期間参加者数：561人＞ 
（紙芝居、映画会（２日）、絵本の
読み聞かせ、缶バッジイベント） 
＜春休み期間参加者数：204人＞ 
（紙芝居、映画会） 
本活動は、長期休みの恒例行事とし
て定着しつつある。 

(10)子どもを

対象とした民

俗芸能フェス

ティバルの開

催 

※重点施策１の取組み「(6)子どもを対象とした民俗芸能フェスティバルの開
催」と同様のため、記載省略。 



12 

 ３ 学校教育における文化芸術に関する体験学習等の充実 
 （１）施策の内容 

小中学校などの学校教育における文化芸術に関する体験学習などの充実を図ると

ともに、芸術家等や文化芸術団体が学校教育の中で行う文化芸術活動に必要な協力

や支援を実施するため、音楽体験事業や能・狂言の鑑賞教室などを実施している。 

 また、県立高校等において、伝統芸能の体験事業等を行い、伝統・文化を正しく

伝えられるような人材育成に資する取組みや、学校に芸術家を招いたワークショッ

プ型の授業を展開している。 

 （２）施策の効果 

 優れた文化芸術の学校等の体験機会を提供することで、子どもたちの芸術への興

味と理解を深めることができ、参加児童・生徒や保護者からも好評を得ている。事

業をきっかけに、終了後も継続して民俗芸能に取り組む児童・生徒もおり、後継者

育成という効果も得られている。 

 また、県立高校等における伝統芸能の体験事業等では、各校で特色のある取組み

を行うとともに、学校に芸術家を派遣する事業では、演劇を中心とした継続的なワ

ークショップ型の授業を展開するなど、多くの生徒が実践的な体験を得ることがで

きた。 

 （３）課題 

現在の取組みは一定の効果を得ているものと考えるが、より多くの子どもたちが体

験学習等を経験できるような工夫が必要である。 

（４）次期改定に向けた今後の方向性 

各事業の参加者や対象地域を広げるとともに、特に、学校においては、教育現場と

のネットワークづくりを重視した連携を図りながら、ワークショップ等、児童や生

徒対象の鑑賞教育支援事業を引き続き実施していく。 

 （５）取組み状況

取組みの名称 取 組 み の 内 容 ・ 工 夫 点 実   績 

(11)文化芸術団

体との連携によ

る音楽体験事業

等の実施 

※重点施策２の取組み「(3)文化芸術団体との連携による子どもたちを対象
とした音楽体験事業等の実施」と同様のため、記載省略。

(12)能・狂言等

鑑賞教室の開催

※重点施策１の取組み「(4)能・狂言等鑑賞教室の開催」と同様のため、記
載省略。
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取組みの名称 取 組 み の 内 容 ・ 工 夫 点 実   績

(13)文化芸術に

よる子供の育成

事業（文化庁事

業）の県内での

展開 

【内容】 
①巡回公演事業 
 文化庁が選定した舞台芸術団体が全国10
ブロックで巡回公演を実施。学校の体育館等
で公演を行った。 

②芸術家の派遣事業 
 芸術家個人や小グループを学校等に派遣
し、体育館等の学校施設や文化施設等で児童
・生徒を対象に実技披露・指導を行った。 

③子供 夢・アート・アカデミー 
 芸術家の派遣事業の一環であり、美術・音
楽等の各分野における最高峰の芸術家であ
る「日本芸術院会員」自らが児童・生徒に実
技披露・指導を行った。 

【工夫点】 
一方的に公演を行うだけでなく、児童・生

徒と共演したり、実技指導をするなど、児童
・生徒が芸術体験できるよう工夫している。

①巡回公演事業 
25 校実施 

②派遣事業 
39 校 40 件実施 

③子供 夢・アート・アカデ
ミー 
３校実施

(14)県立高校に

おける文化芸術

にかかわる科目

等の充実及び文

化芸術の発展に

寄与する人材の

育成 

【内容】 
花育を目的とした「生け花」の講座を実施。

平成29年度は9月11日から１月31日の期間に
かけて12回開催し、生徒たちが「生け花」に
触れる機会を提供した。 

【工夫点】 
開催校で栽培している花材を活用し、臨機

応変に作品に利用した講座もあり、生徒の興
味・関心が高まった。また、利用した花材の
繁殖などを試みた。

相原高校、吉田島高校、中央
農業高校、平塚農業高校の４
校で、９月～１月の期間に12
回の花育の講座を実施し、の
べ261名が参加した。 
参加者からは、生け花を通し
た、季節感や、いのちの大切
さ、礼儀作法を学べ、満足し
たという意見を得た。

(16)芸術家等や

文化芸術団体と

の連携した教育

の実施 

【内容】 
文部科学省事業「文化芸術による子供の育

成事業―コミュニケーション能力向上事業
―」に応募した。 

【工夫点】 
芸術家を学校に招き、学校の教育課程に芸術
表現体験を効果的に結び付けた計画的・継続
的なワークショップ型の授業を展開した。 

県立高校３校が採択され取
り組んだ。 

・横浜桜陽高校（全５回実施、
演劇体験Ⅰ選択者24名対象）
・麻生総合高校（全８回実施、
演劇基礎・演劇実践選択者25
名対象） 
・大井高校（全６回実施）美
術Ⅱ選択者15名 

(17)学校と文化

施設との連携の

推進 

※重点施策２の取組み「(1)学校等と連携したアウトリーチの展開」と同様
のため、記載省略。 
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 重点施策３ 国際文化交流の充実 

  計画では、それぞれの地域、国などの地理的・歴史的な背景をもとに形成された文化

芸術の多様性について理解を深めることは、地域間、国際間の真の相互理解を進める上

で不可欠な要素と位置づけ、①国内外の舞台芸術関係者のネットワーク構築のための事

業、海外の劇場との連携等を行い、国際色豊かな文化事業を展開すること、②相互理解

を深めるための国際交流事業の中で文化交流を推進すること、その手法の一つとして、

従来からの県の取組みである三県省道（神奈川県、中国・遼寧省、韓国・京畿道）のネ

ットワークを生かして文化交流を行うことが必要としている。 

  これらを踏まえて、これまでも世界に開かれた窓として、世界と日本を結ぶ重要な役

割を担い、様々な分野における交流を通じて、豊かな国際性を育ててきた神奈川の特性

を生かした取組みを行うため、次のような施策を実施している。 

 １ 国際文化交流の推進 
 （１）施策の内容 

 主な取組みとして、①神奈川発の舞台芸術作品を創造発信する「創造型劇場」で

ある神奈川芸術劇場において、国際共同作品等の上演や海外の舞台芸術関係者によ

るミーティングの実施やベトナムを題材とした公演の実施、②県が推進してきた三

県省道（中国・遼寧省、韓国・京畿道、本県）のネットワークを生かした文化交流

がある。 

 （２）施策の効果 

    神奈川芸術劇場が制作に強く関わった作品の凱旋公演等を上演し、国際的な発信

の一助を担うことができた。 

    併せて、神奈川芸術劇場が複数の文化芸術関連団体と協働して推進するＴＰＡＭ

（国際舞台芸術ミーティングin横浜）では、各国の舞台芸術のプロが一同に会し、

公演をはじめとする多彩なプログラム、情報交換やネットワーク構築の場の提供な

ど、様々な取組みを行った。 

    また、三県省道交流会議において、情報交換や具体的な取組みになどについて話

し合った。

 （３）課題 

    2019年のラグビーワールドカップ日本大会や、東京2020オリンピック・パラリンピッ    

   ク競技大会に向け、神奈川発の魅力的な舞台芸術作品の制作や上演を充実させ、日

本を訪れる方々に向けて情報発信するとともに、大会終了後も、レガシーとして残

る国際文化交流となる事業を実施していく必要がある。 

    また、ＴＰＡＭ（国際舞台芸術ミーティング in 横浜）については、今後も一般の

方々にも親しんでいただけるような作品の創作や広報を継続して行っていく必要が

ある。 

    こうした文化芸術を通じた海外との相互交流の取組みを積み重ねていくことで、 

   神奈川発の文化芸術の海外への発信などにつなげていく必要がある。 

（４）次期改定に向けた今後の方向性 

    県のグローバル戦略のターゲットとなる国との共同制作などにより、舞台芸術作

品を通じての国際文化交流を推進するなど、神奈川発の文化芸術の海外への発信を

行っていく。 
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（５）取組み状況

取組みの名称 取 組 み の 内 容 ・ 工 夫 点 実   績 

(1)神奈川の

文化芸術の海

外発信 

【内容】 
① 国際舞台芸術ミーティング in 横浜
2018（TPAM in YOKOHAMA2018）を開催し、
舞台芸術に係るプロフェショナルが国や
地域を超えて集まり、公演・ディスカッ
ション・ワークショップ等の多彩なプロ
グラムを通じて、情報交換・相互学習・
ネットワーク構築の場を提供した。 
②KAAT×小野寺修二「WITHOUT SIGNAL！
（信号がない）」を開催した。 
③KAAT×マグカル・フェスティバル実行
委員会「A O SHOW」を開催した。 

【工夫点】 
① 神奈川芸術劇場が開館して以来、開催
に深く関与しており、神奈川芸術劇場で
の舞台芸術作品の公演などを積極的に行
った。 
②③ ベトナムと日本との国際交流を振
興に寄与した。 

①国際舞台芸術ミーティング in 
横浜 2018（TPAM in YOKOHAMA2018）
会期：平成 30 年２月８～18 日 
会場：神奈川芸術劇場ほか周辺施
設 
延べ参加人数：28,203 人 

②「WITHOUT SIGNAL！（信号がな
い）」 
会期：平成 29 年９月 29、30 日、
10 月１日 
会場：大スタジオ 
入場者数：470 人 ４回 

③「A O SHOW」 
会期：平成 30 年２月 23～25 日 
会場：ホール 
入場者数：2,094 人 ３回

(2)三県省道

等との文化交

流事業の推進

【内容】 
①三県省道スポーツ交流事業 
三地域（神奈川県、中国・遼寧省、韓国
・京畿道）の青少年によるスポーツの親
善試合や交流事業を行うことにより、青
少年に国際交流の機会を提供し、相互理
解を深めるとともに、国際性豊かな青少
年の人材育成を図る。 

②三県省道交流会議開催事業 
相互に友好提携関係にある北東アジアの
３地域(神奈川県、中国・遼寧省、韓国・
京畿道)の代表が一堂に会し、３地域共通
の課題について、情報を交換し、具体的
な取組みなどについて話し合った。 

【工夫点】 
②平成 29 年度は、三地域の交流をより一
層活性化させるため、スタートアップ等
による経済交流及び青少年交流を含む多
様な文化交流の促進の取組みに関し、発
表や意見交換を行った。 

①平成 29 年度は、中国遼寧省から
開催延期の申し出があり中止。 

②平成 29 年 11 月 10 日 
韓国・京畿道にて開催
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 重点施策４ 文化芸術事業の発信力の強化（マグカルのブランド力の向上） 

  計画では、文化資源を活用した地域の活性化を図るため、文化資源に関する情報の収

集や発信を行う必要があると考え、神奈川の文化芸術の魅力で人を引きつけ、地域の賑

わいを創出する「マグカル」＝マグネット･カルチャーの取組みを平成 24 年度から開始

している。 

  2020 年の東京オリンピック・パラリンピック等も見据え、今後も神奈川県の文化芸術

の魅力や創造性を発信し、多くの人を引きつけていくことは重要であり、この取組みを

継続するとともに賑わいづくりの核となるコンテンツを展開し、「マグカル」のブラン

ド力の向上を図っていく必要があるとしている。 

  これらを踏まえ、「マグカル」の認知度を高め、ブランド力を向上させる取組みを行

うため、次のような施策を実施している。 

 １ 創造的活動の推進と発信 
 （１）施策の内容 

 県立文化施設における神奈川発のコンテンツとして、特に「創造型劇場」である

神奈川芸術劇場において、神奈川オリジナルのコンテンツを制作し、文化芸術の魅

力で人々を引きつけることで、地域の賑わいを創出していく。 

 （２）施策の効果 

 神奈川芸術劇場における新作・新演出の舞台芸術作品の創造活動を通じて、劇場

としての存在感を広くアピールすることができた。また神奈川でしか見られない公

演を開催し、集客に寄与した。（延べ47公演、観覧者数：22,153人）

 （３）課題 

新作・新演出の舞台芸術作品の公演については、その創造性・芸術性でなく、演出

家や出演者の知名度はもとより、劇場の広報宣伝力、さらには劇場そのものの知名度

等で集客の度合いが左右されている。

（４）次期改定に向けた今後の方向性 

神奈川芸術劇場においてもこうした点に留意しながら、県民の芸術性、創造性の向

上に寄与し、神奈川ゆかりの演出家、舞台関係者等の人材育成とともに、神奈川でし

か発信できないコンテンツを生み出す創造型劇場として、役割を果たしていく必要が

ある。 

（５）取組み状況

取組みの名称 取 組 み の 内 容 ・ 工 夫 点 実   績 

(1)県立文化

施設における

新たな舞台芸

術作品等の創

造・発信 

【内容】 
 神奈川芸術劇場における新たな舞
台芸術作品の創造や新作公演の実施
・「春のめざめ」 
・「オーランドー」 
・「三文オペラ」 

【工夫点】 
 国内外の優れた制作者やとの共同
制作公演に積極的に取組み、施設の
特性を生かした舞台芸術の創造・発
信を行った。

「春のめざめ」： 
５/５～23 （23 回）大スタジオ 
観覧者数：4,419 人 
※県外での公演：５/27～28、６/４、
10～11 ６回 3,749 人 

「オーランドー」： 
９/23～10/９ （14 回） ホール 
観覧者数：10,865 人 
※県外での公演：10/18、21、22  

10 回 8,410 人 
「三文オペラ」： 

平成 30 年１/23～２/４（10 回）ホー
ル  観覧者数：6,869 人 
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取組みの名称 取 組 み の 内 容 ・ 工 夫 点 実   績 

(2)文化芸術団体・

芸術系大学等との

連携による先駆的

で発信性の高い文

化芸術の創造 

【内容】 
県内に在学・在住の文化芸術に関心のある若
い役者を中心に演者を募集し、野外演劇によ
る発表機会を提供することで、県内の舞台芸
術人材の育成を図った。 

＜野外劇「実朝出帆」＞ 
鑑賞者数：476 名（２日間
合計） 
日程：平成 30 年３月 17
日（土）、18 日（日） 

(3)新進芸術家等

への支援の検討 

【内容】 
①「第 33 回かながわ音楽コンクール」を実
施（共催）。 

平成 29 年度は、８月 25 日に入賞者を対象
としたクリスタルコンサート、10 月８日に上
位入賞者によるトップコンサートを実施し
た。 
②神奈川県ゆかりの才能ある若手奏者を紹
介し、オーケストラとの共演を通じて一層の
育成を図る目的で県立音楽堂において実施
した。 

【工夫点】 
①トップコンサートについては、県のたより
に掲載し、広報周知に取り組んだ。 

①入賞者を対象としたク
リスタルコンサート：８月
25 日 
みなとみらいホール 

上位入賞者によるトップ
コンサート：10 月８日 
県立音楽堂 
・参加者数：931 名 
・鑑賞者数：延 3,200 名 

②２月 10 日 
鑑賞者数：567 名

  ２ マグネット・カルチャーのブランド力の向上 
 （１）施策の内容 

 県民が身近で文化芸術に親しめる機会をひろげ、県内の歴史的建造物などの文化

資源や伝統芸能をはじめ、さまざまな文化芸術の力で、地域のにぎわいをつくり出

すマグネット・カルチャー（マグカル）の取組みを推進している。このうち、核と

なる舞台芸術人材育成においては、「マグカル・パフォーミングアーツ・アカデミ

ー」を設置し、専門人材を発掘・育成するとともに、「マグカル劇場」では、県立

青少年センターを発表の場として提供し、新たな舞台芸術人材の発掘と育成を行い、

マグカルのブランド力の向上に資する人材の育成を図っている。 

 また、歴史的建造物等、神奈川の文化資源を活用したマグカル事業の実施により、

神奈川オリジナルな文化芸術による地域の賑わいを創出している。 

 さらに、文化芸術ポータルサイト「マグカル・ドット・ネット」や、イベントカ

レンダー（８月号・９月号・秋号・冬号）によりマグカルの取組を県内外に向け広

く広報している。 

 （２）施策の効果 

神奈川発のコンテンツの創出などマグカル事業の核となる舞台芸術を活性化させ

るため、専門人材を発掘・育成する「マグカル・パフォーミングアーツ・アカデミ

ー」では、在籍生の一部がメディアへ出演するなど、今後のマグカル事業を担う人

材が育成されてきている。 

また、マグカル劇場においても、県内の演劇人に発表の場を提供することで、舞

台芸術人材の育成につながった。 

同様に、短編演劇コンテストの全国大会「神奈川かもめ短編演劇祭」については、

各地域からの出場団体同士及び日本の第一線で活躍する各審査員との活発な交流に

より、演劇界の活性化と若手演劇人が抱える課題点に気付くきっかけを与えること

に寄与した。 
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 （３）課題 

 「マグカル・パフォーミングアーツ・アカデミー」については、マグカルの核と

なり、神奈川発の魅力的なコンテンツの創出を下支えする人材を育成するため、魅

力的なコンテンツの上演を行なうことで、その公演への参加を希望する質の高い受

講生を集め、アカデミー受講者数を上げるなどの底上げをすることで、神奈川発の

魅力的な舞台芸術人材育成をより一層推し進めることが必要である。 

 今後の方向性としては、出口を考えた人材育成の在り方を検討していく必要があ

る。 

また、短編演劇コンテストの全国大会「神奈川かもめ短編演劇祭」等の事業につ

いては、演劇に親しみのない方にも劇場を訪れてもらいやすくなるような広報の展

開をより充実することが課題である。 

（４）次期改定に向けた今後の方向性 

 人材育成事業については、メディアへの出演を果たす人材や、全国区の舞台で活躍

する人材を輩出するなど、成果も上がってきており、神奈川発の魅力的なコンテンツ

の創出を下支えする県内での人材育成等については、今後も継続し、実施する。 

 （５）取組み状況

取組みの名称 取 組 み の 内 容 ・ 工 夫 点 実   績 

(1)神奈川発

のコンテンツ

の創造 

【内容】 
① 「A O SHOW」世界発信プロジェクト 
 本県との関係が深いベトナムで創作され
た、新しいサーカス「A O SHOW」を上演。 

②マグカル大使 熊本マリコンサート 
＜ゴールデンウィーク庁舎公開でのピアノ
リサイタル＞ 

ゴールデンウィーク庁舎公開で、歴史的建
造物である神奈川県庁本庁舎大会議場を活
用し「マグカル大使 熊本マリ ピアノリサ
イタル」を実施した。 

＜愛のふれあいピアノコンサート＞ 
青少年センターの回る舞台を使用し演奏、

子どもの朗読とピアノ演奏のコラボ、ピアノ
レッスンなど、観客参加型の舞台を実施し
た。 

③地劇ミュージカル本公演・公開コンペ 
地元の伝説や民話などを題材に盛り込ん

だ、地域色豊かな劇の公演を支援するため、
平成 28 年度の公開コンペで最優秀作品に選
定された作品の本公演を行ったほか、平成 29
年度の公開コンペを実施した。 

④ 野外劇「実朝出帆」 
源実朝の首塚がある神奈川県秦野市の田

原ふるさと公園で、源実朝にゆかりのある戯
曲「実朝出帆」の野外演劇を実施した。 

①＜「A O SHOW」世界発信プロ
ジェクト＞ 
来場者数：2,094 名 
日程：平成 30 年２月 23 日（金）

～25 日（日）ＫＡＡＴ
公演 

②マグカル大使 熊本マリ氏に
よるコンサート 
＜ゴールデンウィーク庁舎公
開でのピアノリサイタル＞ 
鑑賞者数：約 400 名 
日程：平成 29 年５月３日（水
・祝） 

＜熊本マリの愛のふれあいピ
アノコンサート＞ 
鑑賞者数：716 名 
日程：平成 30 年３月 11 日（日）

③地劇ミュージカル本公演 
総鑑賞者数：1,420 名 
日程：平成29年８月12日（土）、
13 日（日） 
（各日２公演、計４公演） 
＜公開コンペ＞ 
鑑賞者数：670 名 
日程：平成 30 年１月 28 日 

④＜野外劇「実朝出帆」＞ 
鑑賞者数：476 名（２日間合計）
日程：平成30年３月17日（土）、
18 日（日） 
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取組みの名称 取 組 み の 内 容 ・ 工 夫 点 実   績

(1)神奈川発

のコンテンツ

の創造 

⑤第３回神奈川かもめ短編演劇祭 
全国から選ばれたバラエティーに富んだ

20 分以内の短編演劇を上演し、審査委員によ
る最優優秀作品賞等を決める演劇祭で、神奈
川芸術劇場で実施した。 

⑥マグカルナイト 
 飲食しながら誰もが気軽に楽しめるよう
なコンテンツを発信する場を県が用意し、毎
週水曜日の夜にスタンダップコメディやジ
ャズ、大道芸を週替わりで上演した。 

【工夫点】 
①県の広報媒体や電車内でのデジタルサイ
ネージを活用して「日本初上陸のベトナムの
新しいサーカス」を広報した。 

②大会議場の音響や雰囲気の良さを生かし、
迫力のある演奏を実施した。また、会場内に
マグカルの PR ブースを設置し、マグカルの
取組やイベント情報等の広報を実施した。 

③県のたよりや新聞、テレビ、マグカル・ド
ット・ネット、イベントカレンダーなど、多
数の媒体において広報を実施した。 

④源実朝の首塚がある田原ふるさと公園で
上演することにより、その場所でしか体感で
きない臨場感のある文化芸術イベントとな
った。 

また、秦野市や地元の町内会等と連携し、
市内の自治会の回覧版や、市の広報誌を活用
して PR を行うことにより、広報を実施した。

⑤参加型の演劇祭とするため観客賞を設け
ている。 

⑥県民に、様々なジャンルの文化芸術に気軽
に触れる機会を提供するとともに、そうした
文化芸術活動の発表の場を提供することに
より、人材育成に取り組んだ。 

⑤第３回神奈川かもめ短編演
劇祭 
鑑賞者数：755 名 
日程：平成 30 年１月 25 日（木）
～28 日（日） 

⑥マグカルナイト 
鑑賞者数：802 人 
日程：平成29年 11月 15日（水）
から平成 30 年３月 28 日（水）
までの毎週水曜日 

※平成 29 年 12 月 27 日（水）、
平成 30 年１月３日（水）、３
月 21 日（水）は休演。 
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取組みの名称 取 組 み の 内 容 ・ 工 夫 点 実   績

(2)「マグカ

ル」の全県展

開 

①「カナガワ リ・古典プロジェクト 2017 大
磯」 
【内容】 

湘南・県西地域にゆかりのある「曽我物語」
をテーマとした歌舞伎舞踊作品や、開催地域
にゆかりのある出演者による民俗芸能を上
演することで、地元住民の伝統文化に対する
関心や意識が向上し、地域の活性化に寄与し
た。 
【工夫点】 

伝統芸能公演のほか、子供やその保護者向
けのアートワークショップの開催や、江戸時
代から現代までの花火の解説をしながら、打
上花火を実施し、幅広い年代の集客が図るこ
とができ、伝統芸能に関心が低い層に対する
普及促進にも寄与することができた。 

②神奈川文化プログラム認証制度 
 文化芸術の魅力で人を引きつけ、地域のに
ぎわいをつくり出す事業・活動を「神奈川文
化プログラム」として認証する制度を開始。
マグカル・ドット・ネットなどで広報を実施
した。

③マグカル全県展開推進事業 
【内容】 
・ 文化イベント等を公演するライブハウス
やカフェ、古民家、史跡等ユニークベニュー
と言われる「場」とアーティスト、神奈川に
ゆかりのある小説や演劇などの「演目等」の
調査とレポートの提出。 
・ 「場」と「コンテンツ」の適切なマッチ
ングを提案。 

【工夫点】 
・同じ「場」「コンテンツ」に対し繰り返し
調査を実施することにより、相手方との信頼
関係を構築した。 
・月に 1 回程度、委託先と打合せを行い、よ
り効果的に調査を実施できるよう繰り返し
協議した。 

①「カナガワ リ・古典プロジ
ェクト 2017 大磯」 

平成 29 年 11 月５日 
参加人数：1,500 名 

②神奈川文化プログラム認証
制度 
認証件数：47 件 

 （平成 29 年度末時点） 

③マグカル全県展開推進事業 

調査実施件数…46 件 

「場」の調査…39 件
「コンテンツ」の調査…9 件 
※重複２件
「マッチング提案」…33 件 
※うち 5 件が平成 29 年度中に
事業実施 
・東田原ふるさと公園 × 野
外劇「実朝出帆」（秦野市） 
・KAAT神奈川芸術劇場 × ル
ーン・プロダクション「A O 
SHOW」（横浜市） 
･鎌倉市芸術館『髙田博厚展』
× キュレーター派遣（鎌倉
市） など 
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取組みの名称 取 組 み の 内 容 ・ 工 夫 点 実   績 

(3)パフォー

ミングアーツ

人材の育成 

≪マグカル・パフォーミングアーツ・アカデ
ミー≫ 
【内容】 
 一年間にわたり、声楽、ダンス、演技の各
分野の一流講師による実践的なレッスン、成
果発表会、公演などを通じて、舞台芸術のア
ーティストを育成した。 
 また、実践的なレッスンを受けた受講生の
発表の機会として「バイトショウ～国際篇
～」の公演を行った。 

【工夫点】 
 講師には、様々な有名講師を迎え、より専
門的で質の高いレッスンを提供することで、
短期間で即戦力となる人材を育成。さらに、
本公演など、日々の稽古の目標となる機会を
設けることで、受講生のモチベーションを保
った。 

・平成29年度（４期生）  
応募者：新規応募11名、継続希
望25名   
オーディション：合格者：第１
期からの継続者を含め36名 

・マグカル・パフォーミングア
ーツ・アカデミー公演2017「バ
イトショウ～国際篇～」 
日程：平成29年９月15～18日 

       計６公演 
公演来場者数：744人 

・また、平成28年度受講生によ
る成果発表会を実施した。 
日程：平成29年４月16日 

《マグカル劇場》 
【内容】 
 県立青少年センターを発表の場として提
供し、新たな人材の発掘と育成を行うととも
に、舞台芸術人材の育成を図った。 

① 青少年のための芝居塾 
 公募した青少年が創作したミュージカル
を上演した。 
  出演だけでなく舞台の裏方の仕事も学び、
青少年の健全育成につなげるとともに、地域
の再発見を目指した。 
 対象：高校生～29歳（公募） 

② マグカル･シアター 
 若者が広く舞台芸術を発信する場として、
リハーサルから上演まで使用できるよう、１
週間通して青少年センター多目的プラザを
無料提供した。 

対象は演劇部、演劇サークル等、青少年を
構成員とするアマチュア劇団であり、運営、
準備は出演者が行い、若者が鑑賞しやすいよ
うに低廉な価格であれば有料公演も可とし
た。  

③ マグカル・フライデー 
 ダンス、音楽からパフォーマンス等、舞台
芸術に関する公演や発表等を希望する若者
に、毎週金曜日に青少年センター多目的プラ
ザの施設・設備を無料提供した。 

対象は高校生、大学生等の若者であり、当
日運営、準備は原則として出演者が行い、青
少年が鑑賞しやすい低廉な価格であれば有料
公演も可とした。 

① 青少年のための芝居塾 
「万！万！歳！」 

入場者数：675名 
日程：平成29年８月26日～27
日 
計３公演 

② マグカル･シアター 
公演回数：70回 
参加者数：5,425名 
日程：平成29年４月～平成30
年３月 

③ マグカル・フライデー 
公演回数：16回 
参加者数：715名 
日程：平成29年４月～平成30
年３月 
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取組みの名称 取 組 み の 内 容 ・ 工 夫 点 実   績

(3)パフォー

ミングアーツ

人材の育成 

④ マグカル・ハイスクール演劇フェスタ 
  県高校演劇発表会にて最優秀賞等高い評価
を得た作品を県民に紹介し、高校演劇に対す
る理解を深めてもらった。 
対象： 
 (ｱ)マグカル・ハイスクール演劇フェスタ
（出場校：県立厚木高校、麻布大学付属高校）
 (ｲ)春の高校演劇フェスティバル(横浜地
区)  

⑤ マグカル・シアターin KAAT 
「マグカル・シアター」の前年度の演目の

うち、優れた団体作品をKAAT神奈川芸術劇場
で上演する機会を与えるものであり、平成29
年度は、劇団820製作所による公演を実施し
た。 
・上演団体：劇団820(はにわ)製作所 
・公演名：「東京の街が夢見る」 

【工夫点】 
① 芝居塾では、塾生に経験を積ませるため、
ホールでの本公演の前に、多目的プラザを貸
し出し、塾生が簡単な舞台を作るとともに、
公演のハイライト版を公開で上演した。 

② マグカル・シアターの運営に当たり、舞台
経験の少ない出演希望団体からの技術的･演
出的な相談等に応えるほか、舞台づくりや公
演の運営に当たってのアドバイスを行うな
ど、出演に当たってのハードルを下げ、セン
ター技術スタッフとの連絡調整をスムーズに
進めるために、事務の一部を神奈川県演劇連
盟に委託した。 

④ マグカル・ハイスクール演
劇フェスタ 
(ア)マグカル・ハイスクール演
劇フェスタ 
来場者数：215名 
日程：平成29年12月17日 

(イ)春の高校演劇フェスティ
バル 
出場校数：35校 
来場者数：1,606名 
日程：平成30年３月25～31日 

⑤ マグカル・シアターin 
KAAT 
来場者数：375名 
日程：平成30年３月9日～11日
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 重点施策５ 文化芸術の振興を図るための環境整備 

  計画では、本県では文化芸術の振興を図るため、昭和 29 年に県立音楽堂、昭和 50 年

に県民ホールの整備などを行ってきたが、施設の老朽化が問題となっており、計画的に

維持・保全を図っていく必要がある。 

  また、施設のハード面だけではなく、文化施設の機能として、特に人材育成等のソフ

トの機能を充実して施設の効用を発揮していくことが求められており、専門的人材の養

成や資質の向上に向けて、それぞれの県立文化施設の特性を生かした人材育成に取り組

んでいくことが必要であるとしている。 

  これらを踏まえて、文化芸術振興施策の推進に当たり、県立文化施設がそれぞれの役

割を果たすことができるよう、物的・人的な整備に取り組むため、次のような施策を実

施している。 

 １ 県立文化施設の機能の充実 
 （１）施策の内容 

 県民ホール本館及び音楽堂、近代美術館や歴史博物館等の県有施設の老朽化に伴

い、施設機能の維持や来館者の安全・安心の確保のため、改修工事を実施した。県

民ホール本館については、平成29年度に電気設備工事や、舞台設備改修工事を実施

し（H30年度まで継続）、音楽堂については、建築・空調・電気・舞台等多岐にわた

る大規模改修工事に着手した（～H30年度末まで継続）。近代美術館鎌倉別館につい

ては、これまで３館で行ってきた美術館事業を２館で継続・発展させるために必要

な施設改修を開始し（～H30年度まで継続）、歴史博物館においては、老朽化した空

調設備等の改修工事を実施した。 

 また、施設の機能としての人材育成の取組みとして、神奈川芸術劇場において、

事業制作・劇場運営、舞台技術に関する専門的人材や、学校等におけるダンス指導

者の育成のためのワークショップやインターンの実施、音楽堂においては、ワーク

ショップ実施のノウハウに関するレクチャーなど、施設の特性に応じた事業を実施

した。 

 （２）施策の効果 

 改修工事を適切に行い、利用者の方に施設をより安全に利用していただくために

必要な整備を行うことができた。歴史博物館においては、空調設備の改修により、

重要文化財等の保存環境や来館者の観覧環境の改善が図られた。 

 また、人材育成に関する事業は、施設を使って、実際の業務を体験することによ

り、より実践的な研修の場を提供することができた。 

 （３）課題 

 施設の老朽化に伴い、工事が必要な個所は多岐にわたり、限られた予算の中では

直ちにすべてを改修・修繕することは困難であることから、特に、施設の安全面や

施設運営に支障をきたす恐れのある個所について、計画的に改修工事を進めていく

必要がある。 

 また、施設機能としての人材育成に関する取組みについても、ワークショップや

インターン等、効果が現れるまでに時間がかかることから、引き続き質の維持と共

に地道な取組みが必要である。 

 （４）次期改定に向けた今後の方向性 

    平成 30 年度に県立音楽堂において、１年間の休館を伴う大規模な改修工事を実施

しており、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会等の機会をとらえて、

文化芸術の拠点としての役割を果たせるよう取り組んでいく。

また、人材育成や情報等のソフト面の環境整備についても取組みを進めていく。 
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（５）取組み状況

取組みの 

名称 
取 組 み の 内 容 ・ 工 夫 点 実   績 

(1)県立文

化施設（ホ

ール、劇場

等）の計画

的な維持・

保全等 

■県民ホール本館 
【内容】 
 平成 29年度より行っていた電気設備の改修工事
が平成 30 年３月に完了 

また、舞台設備についても改修工事を行った（～
平成 30 年度まで継続） 

【工夫点】 
 利用者の安全確保にもっとも影響すると考えら
れる電気設備改修工事を実施すると共に、休館期
間中に合わせて、本館舞台設備改修工事を行った。

平成 30 年３月 県民ホール

本館電気設備改修工事完了

平成 29 年７月 県民ホール

本館舞台設備改修工事着工

（～平成 30 年５月まで） 

■県立音楽堂 
【内容】 
音楽堂の老朽化に伴う改修工事のため、工事契約
を結び、平成 30 年４月からの本格工事に向けて準
備を実施した。 
【工夫点】 

竣工から 60 年以上が経過し、雨漏りなどによる
施設の老朽化対策の為、木のホールとしての音響
に影響を与えない改修工事として、①建築工事、
②空調工事（衛生含む）、③電気工事（舞台照明、
舞台音響含む）、④舞台機構の４本を入札し、契
約を締結し、平成 30 年度からの本格工事に向け準
備や調査を実施し、スムーズに工事に移れるよう
調整した。 

各種工事の契約を締結 

①建築工事：平成 30 年 1 月
15 日 
②空調工事（衛生含む）：
平成 30 年 1 月 30 日、 
③電気工事（舞台照明：、
舞台音響含む）：H30 年２
月 9 日 
④舞台機構：平成 30 年２月
20 日 

建築工事管理業務委託： 
平成 30 年２月 27 日

■近代美術館鎌倉別館 
【内容】 

鎌倉館の閉館に伴い、これまで葉山館、鎌倉館、
鎌倉別館の３館で担ってきた美術館事業を、葉山
館、鎌倉別館の２館で継続・発展させるために必
要な施設改修を開始した。（～平成 30 年度まで継
続） 
【工夫点】 

これまで鎌倉館が担っていた管理機能やサービ
ス機能を鎌倉別館に整備するとともに、老朽化し
た空調設備の改修工事を開始した。 

平成 30 年２月 近代美術
館鎌倉別館改修工事着工 
(～平成 31 年３月まで) 

■歴史博物館 
【内容】 

平成 28 年度に引き続き、老朽化し機能低下した
空調設備等の改修工事を実施した。 
【工夫点】 

設備改修により、重要文化財等の保存環境及び
来館者の観覧環境の改善が図られた。 

平成 29 年 12 月 歴史博物
館空調設備改修工事完了 
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取組みの 

名称
取 組 み の 内 容 ・ 工 夫 点 実   績

(2)施設の

機能として

の人材育成

■神奈川芸術劇場 
【内容】 
「人材育成事業 劇場間人材交流」 
・他施設職員の受入及び KAAT 舞台技術課職員の派
遣を行い、舞台設備運用や組織運営について見学
や意見交換を行う。 

「劇場運営インターン」、「舞台技術インターン」
・アートマネジメントや舞台技術に関心のある学
生等を受け入れ、劇場職員による業務内容と業務
体験等を行った。 

【工夫点】 
 舞台技術・劇場運営に携わることを目指す人々
や、学校現場で指導する立場の教員等を対象に、
現場での実務体験やプロによる指導等による実践
的なプログラムを展開した。

＜参加者数＞ 
・劇場間人材交流： 
13 人 
・劇場運営インターン：
２人 
・舞台技術インターン： 
12 人 

■県立音楽堂 
【内容】 
「三ツ橋敬子の新☆夏休みオーケストラ！みんな
でドキドキ！編」の関連企画として、英国でワー
クショップ・リーダーとして活躍する英国人作曲
家による「音楽作りワークショップ」を実施。 

【工夫点】 
通常の体験型ワークショップだけではなく、英

国から招聘したワークショップの専門的ノウハウ
を持つ音楽家と神奈川フィルハーモニー管弦楽団
メンバーによる、プロ演奏家へのワークショップ
のノウハウをレクチャーし、更なる音楽鑑賞普及
を図る取り組みを行っている。

・音楽作りワークショップ
：８月９日  
参加人数：72 人
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Ⅲ 基本的な施策の実施状況 

 １ 県民の文化芸術活動の充実 

 （１）地域の伝統的な文化芸術の保存、継承、活用 

  【施策の方向】 

   ○ 地域の伝統芸能の大切さについての理解、認識を深めるとともに、後継者の育成につな 

    がるよう、市町村と連携しながら伝統芸能の体験・鑑賞機会の提供、発表機会の確保など 

    に取り組む。 

   ○ 文化財の保護を図るため、未指定文化財を調査し、指定等の保護措置を講ずるほか、文 

    化財の活用・保護の普及啓発のため、展覧会や講座などを開催する。 

  ア 伝統芸能の普及啓発、鑑賞・発表機会の提供 

取組みの名称 取組みの内容 平成 29 年度実績 実施の効果 

・文化資源や伝
統芸能を活用し
た文化芸術の発
信

※重点施策１の「１ 伝統芸能の普及啓発、鑑賞・発表機会の提供」と同様
の取組み内容のため、記載省略。 

・伝統芸能を支
える技術・技能
の継承者の育成
・支援

・県立文化施設
等での伝統芸能
にかかわる公演
の実施、発表機
会の確保 

・能・狂言等鑑
賞教室の開催 

・文化芸術団体
への支援や連携
による発表機会
の確保

・子どもを対象
とした民俗芸能
フェスティバル
の開催

  イ 文化財保護の充実等 

取組みの名称 取組みの内容 平成 29 年度実績 実施の効果 

・文化財の指定
及び指定文化財
に対する助成等
の実施

指定文化財等の保存
修理等に対して、補助
金を交付し、文化財の
保存活用を図った。 

・有形文化財保存修理等（11 件）
・記念物等保存修理等（６件） 
・民俗文化財保存修理等（12 件）
・緊急修理等（５件） 

合計 34 件 

県指定有形民
俗文化財「神
輿」（鎌倉市）
の有形民俗文
化財保存修理
事業が完了す
るなど、指定文
化財の確実な
保存継承を図
ることができ
た。 
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取組みの名称 取組みの内容 平成 29 年度実績 実施の効果 

・県立博物館で
の文化財、伝統
芸能等に関する
資料の収集、保
管、展示 

(金沢文庫) 
２万点を超える国
宝・重要文化財をは
じめとする文化財
を適切に管理。地域
に根差した資料の
寄贈受け入れ。 

(歴史博物館） 
博物館資料の購入
・修復 

(金沢文庫) 
国宝 20,865 点 
重要文化財 3,577 点 他 

（歴史博物館） 
相州鎌倉之図、横浜焼カップ
アンドソーサー（収納箱共）
の購入及び、阿弥陀二十五菩
薩来迎図、桜井家文書の修
理、馬図、赤羽刀の緊急修復

(金沢文庫) 
保管する文化財を適切
に管理するとともに、
調査研究を進め、展示
に生かすことができ
た。 
(歴史博物館) 
展示や調査研究に活用
していく資料を購入、
また、修復・修繕する
ことにより、資料を保
存や展示活動に耐えら
れるようにできた。 

・県ホームペー
ジ等による文化
財に関する情報
の提供

ホームページを
より使いやすく、わ
かりやすくするた
め、所属トップペー
ジに分野別のコマ
ンドボタンを作成
・活用し、指定文化
財等の情報を提供
した。 

指定文化財の所有・保持者
に対する周知や文化財保護
の重要性を多くの県民に理
解していただくための情報
提供に努めた結果、所属トッ
プページのアクセス数は
10,678 件（サブサイトを含め
た全ページのアクセス数は
153,336 件）であった。 

ホームページのユー
ザビリティが向上し、
より多くの県民に指定
文化財等の周知を行
い、文化財保護に対す
る意識啓発を図ること
ができた。 

 （２）県民の文化芸術活動の充実 

  【施策の方向】 

 ○ 県立文化施設での文化芸術に関する講座・講演会等の開催や、広報誌やホームページな 

どで文化芸術に関する情報提供を行うことにより、県民の文化芸術に対する関心や理解を

深めます。 

 ○ 県立文化施設での公演、展覧会などの鑑賞機会の提供や優れた文化芸術の鑑賞機会を提

供する文化芸術団体への支援により、県民の鑑賞機会の充実を図ります。 

 ○ 県民が文化芸術活動（創作・練習・稽古・発表等）を行う際に利用できる文化施設を整

備し、運営するとともに、県民が参加できる展覧会やコンクールなどの開催により、県民

自らが行う文化芸術活動を支援します。 

 ○ 県内各地で開催される文化芸術の催しや文化芸術団体の活動情報など、県民が文化芸術

の鑑賞や活動を行う際に必要とする情報を広報誌やホームページなどで提供します。 
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  ア 文化芸術に対する関心、理解を深めるための普及啓発 

取組みの名称 取組みの内容 平成 29 年度実績 実施の効果 

・ 県立文化施設
での文化芸術に
関する講座、講
演会等の開催

■県民ホール本館 
舞台芸術講座の開催。

 館の所有する楽器を
生かした講座や、楽譜作
成の講座といった、館の
設備や事業と連携した
講座を開催した。 

■神奈川芸術劇場 
現代美術作家と作品

は劇場の様々な場所で
パフォーマンスやイベ
ントトークを行う KAAT 
EXHIBITION や聴覚障が
い者にダンスを楽しん
でもらう取り組みとし
て音声ガイダンスをダ
ンス公演に取り入れる
ワークショップや公演
を開催した。 

■県民ホール本館 
舞台芸術講座（３回） 
参加者数：138 人 

■神奈川芸術劇場 
芸術文化鑑賞普及事業
（５事業４演目 28 公演
・７企画 15 回・1 展覧会）
 参加者数：11,967 人 

地域等連携事業（1 演目
２回公演） 
 入場者数：588 人 

■県民ホール本館 
 館所有楽器の紹介や
主催事業のプレイベン
ト的な役割として、音
楽やホール等への興味
を持ってもらうきっか
けとして、観客層の裾
野を広げる役割を果た
せた。 

■神奈川芸術劇場 
 舞台芸術の関連講座
を開催し、芸術の魅力
・楽しさを伝えること
ができた。 
 また、地域等連携事
業により、芸術劇場の
外でも鑑賞機会を提供
した。 

■神奈川近代文学館 
近代文学に対する知識

や教養を高めるため、ギャ
ラリートーク、講演会、朗
読会、講座、映画会など
を実施した。

■神奈川近代文学館 
年間 69 回 
・入場者数 6,629 人 

■神奈川近代文学館 
 展覧会に関連したテ
ーマでイベントを開催
することで、利用者は
展示についての理解を
深めることができた。
さまざまな分野のイベ
ントを開催すること
で、近代文学館を訪れ
る機会の提供にも大き
な役割を果たした。 

・ 県立文化施設
での文化芸術に
関する講座、講
演会等の開催 

【県立社会教育施設公
開講座の実施】 
 県立社会教育施設が
有する人的・物的資源を
活用し、各施設の特色を
活かした専門講座を合
計５講座実施した。

■金沢文庫 
・唐物と東アジアの海域
交流（全５回/33 名受講）
・運慶研究の現在（全６
回/112 名受講） 

■近代美術館 
・神奈川の近代建築（全
５回/272 名受講） 

■歴史博物館 
・若手研究者が語る、考
古学の魅力とこれから
（全３回/70 名受講） 
・絵図で読み解く鎌倉の
歴史（全４回/176 名受
講） 

 各施設の特色を活か
した講座を実施し、県
民の学習ニーズに応え
ることができた。 
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取組みの名称 取組みの内容 平成 29 年度実績 実施の効果

・ 県立文化施設
での文化芸術に
関する講座、講
演会等の開催 

■金沢文庫 
展覧会の開催に合わ

せたものを中心に、特別
講演会、月例講座、解説
講座等を実施。 

■近代美術館 
講演会、イベント、ギ

ャラリートークを開催。
また、ワークショップ、
先生のための特別鑑賞
の時間、学校との連携事
業を開催した。 

■歴史博物館 
当館は、空調設備等改

修工事のため、休館中で
あったが、主に移転先の
事務室に滞在していた
年度前半の期間に、講座
や講演会を開催し、県民
の生涯学習の支援に努
めた。 

■金沢文庫 
特別講演会５回、792 人
月例講座 10 回、1,116
人 
解説講座等 47 回、 
2,123 人 
■近代美術館 
講演会、イベントなど、
1,393 人 
ギャラリートーク、 
769 人 
ワークショップ、714 人
先生のための特別鑑賞
の時間、104 人 
学校との連携事業、 
913 人 
合計 3,893 人 
■歴史博物館 
人文科学講座３回、 
154 人  
県博講座 99 回、 
3,843 人 
県博セミナー７回、 
246 人 
青少年向けイベント、
1,268 人 
建物見学会３回、70 人 

■金沢文庫 
展示する文化財に対す
る関心、理解を深める
上で参加者から好評を
いただいている。 
■近代美術館 
県立社会教育施設とし
て、県民に優れた近代
美術を鑑賞する機会を
提供することによっ
て、県民の生涯学習機
会の拡大が図られた。
 小・中学生から高年齢
層まで幅広く美術理解
を促し、美術鑑賞をよ
り身近なものとして提
供することができた。
■歴史博物館 
講座や講演会等の開催
で、休館中で展示の観
覧や施設の利用ができ
ない県民(児童・生徒を
含む)の学習支援の一
助としての機能を果た
すことができた。また、
改めて博物館の存在を
認識してもらうことに
より、再開館後の来館
につながることが期待
できる。 

・ 広報誌、ホー
ムページによる
普及啓発の実施

各施設ＨＰによる公
演情報の周知 

平成 28 年度に刷新した
「神奈川芸術プレス」の
発行・配布による公演情
報等の周知するととも
に、WEB 版の充実させる
ことで、読者サービスと
発信力向上に努めた。 

「神奈川芸術プレス」の
発行部数：年間 27 万部

各文化施設等の HP アク
セス数 
県民ホール本館： 
420,693 件 
神奈川芸術劇場： 
739,139 件 
県立音楽堂：206,524 件

 公演事業等の情報提
供のための基本的なツ
ールとしての役割を果
たした。 

【マグカル・ドット・ネ
ット】 

県の文化芸術ポータ
ルサイト「マグカル・ド
ット・ネット」において、
文化芸術イベント情報
をリアルタイムで発信
し、ホームページと合せ
て、ツイッター等の SNS
において情報発信した。
また、国内外の観光客向
けに、県内の文化イベン
ト情報を集約した冊子
「イベントカレンダー
（秋号、冬号）」を発行
した。 

ポータルサイトの 
・月平均 PV 数：27,933
人 
(前年度比：1.13 倍) 
・月平均ユーザー数：
15,833 人 
(前年度比：1.11 倍) 
・月平均イベント掲載件
数 347 件 
（前年度比：1.10 倍） 

イベントカレンダーの
発行部数 
・秋号、冬号とも各 30
万部 

平成 24 年のポータル
サイト開設以降、掲載
施設数やイベント情報
数を増やし、内容の充
実を図った。 
また、チラシやポスタ
ーを活用し、全県的な
マグカルの広報展開を
実施した。 
その結果、文化芸術施
設や文化事業への訪問
者数を増加させ、マグ
ネット・カルチャー（マ
グカル）の目標である
地域のにぎわいづくり
に寄与した。 
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  イ 鑑賞機会の充実 

取組みの名称 取組みの内容 平成 29 年度実績 実施の効果 

・ 県立文化施設
での公演事業の
実施

県民ホール本
館、神奈川芸術劇
場における主催・
共催・提携公演の
実施した。 

 各館の特性を生
かしたプログラム
により、県民への
鑑賞機会を提供し
た。 

■県民ホール本館 
主催公演  
大ホール  １公演：1,854 人 
小ホール  ３公演：596 人 
ギャラリー ２展覧会：8,679 人

共催公演 
大ホール ２公演：2,276 人 
小ホール ５公演 1 企画：1,527

人 
ギャラリー ２展覧会：2,413 人

■神奈川芸術劇場 
主催公演 
ホール   36 公演 26,395 人 
スタジオ 139 公演 38,217 人 
アトリウム ３公演２企画 1,450

人 
共催公演 
スタジオ   11 公演 1,051 人 

提携公演 
ホール   23 公演 18,597 人 
スタジオ 77 公演 10,937 人 

 県民等への文化
芸術の鑑賞機会の
提供につながった。

・ 県立近代美術
館での美術作品
の展覧会の開
催、普及活動の
実施

【展覧会】 
葉山・鎌倉別館で
計８展覧会を開催

【教育普及事業】
・講演会・イベン
ト な ど の 開 催
・ギャラリートー
クの開催 
・ワークショップ、
先生のための特別
鑑賞の時間、学校
との連携事業開催

【展覧会入館者数】 
128,927 人 

【教育普及事業】 
・講演会、イベントなど： 
延参加人数 1,393 人 
・ギャラリートーク： 
延参加人数 769 人 
・ワークショップ： 
延参加人数 714 人 
・先生のための特別鑑賞の時間：
延参加人数 104 人 
・学校との連携事業： 
延参加人数 913 人 
合計 3,893 人 

 県立社会教育施
設として、県民に優
れた近代美術を鑑
賞する機会を提供
することによって、
県民の生涯学習機
会の拡大が図られ
た。 
 小・中学生から高
年齢層まで幅広く
美術理解を促し、美
術鑑賞をより身近
なものとして提供
することができた。
特に、特別支援学級
等への出張授業な
どによって、学校等
との信頼関係を醸
成し、これまで、施
設利用に不安や抵
抗感のある児童・生
徒が来館しやすい
環境を整えること
ができた。 

・ 県立博物館で
の文化芸術に関
する資料等の展
示、展覧会の開
催、普及活動の
実施 

■金沢文庫 
金沢文庫が管理す
る文化財を中心
に、外部からの借
用も行い、７回の
特別展を実施し
た。 

【入館者数】 
金沢文庫；88,645 人 

【教育普及事業】 
（金沢文庫） 
特別展 ７回、280 日 
88,645 人の入館者があった。 

様々な切り口の
展覧会を開催する
ことで、より多くの
方に鑑賞機会を提
供できた。 
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取組みの名称 取組みの内容 平成 29 年度実績 実施の効果 

・ 県立近代文学
館での文学資料
に関する展示、展
覧会の開催・普及
活動の実施

 特別展や企画
展の開催におい
ては、神奈川に
ゆかりのある作
家を中心に、周
年や人気、分野
などを考慮しバ
ランスよく実施
している。 

・特別展「生誕 150 年 正岡子規
展－病牀六尺の宇宙」16,288 人 
（会期は平成 29 年３月 25 日から
５月 21 日まで、17,586 人） 
・企画展「生誕 120 年 宇野千代
展－華麗なる女の物語」6,235 人
・企画展「角野栄子『魔女の宅急
便』展－魔女とおばけと」9,111
人 
・特別展「没後 50 年 山本周五郎
展」7,337 人 
・スポット展示「久生十蘭資料～
近年の収蔵資料から～」1,175 人
・企画展「山川方夫と『三田文学』
展」4,777 人 
・特別展「生誕 140 年記念 与謝
野晶子展 こよひ逢ふ人みなうつ
くしき」2,934 人（会期は平成 30
年５月 13 日まで）  

平成 29 年度の展
示入場者は開館以
来 第 ３ 位 と な る
47,857 人であり、前
年度より 83 人増加
した。特に、「正岡
子規展」は、中高年
層を中心に好評を
得ることができた。
また、「山本周五郎
展」や「角野栄子展」
「山川方夫展」な
ど、県ゆかりの作家
を取り上げた文学
展を多く開催し、好
評を得た。 

・ 文化芸術団体
との連携による
鑑賞機会の提供

（公財）神奈川
フィルハーモニ
ー管弦楽団の公
演の支援等によ
り、県民に鑑賞
機会の提供をし
た。 

【神奈川フィル演奏会】 
県内 193 回開催 
269,647 人来場 

 神奈川フィルの
演奏会への支援を
行い、県民に文化芸
術活動を鑑賞する
機会を提供した。 

  ウ 県民の文化芸術活動や発表機会の支援 

取組みの名称 取組みの内容 平成 29 年度実績 実施の効果 

・ 県立文化施設
での練習・発表
等の活動の場の
提供

かながわアート
ホールの各施設に
おける練習・発表
等の活動（貸館）

ホール利用率：89.5％ 
スタジオ利用率：85.1％ 
（第１～５スタジオ平均） 
利用人数：55,438 人 

 ホールの役割に
沿って、利用者の活
動の場を提供する
ことができた。 

・ 県美術展の開
催

・昨年に引き続き、
全国公募を実施。
・神奈川県以外か
らの出品者を増や
すため、交通広告、
美術専門サイトな
どでの広報を強
化。 
・美術大学への告
知、県文化課で後
援名義の承認して
いる美術団体への
出品依頼を行っ
た。 
・中高生特別企画
展も同時開催。 

【第 53 回神奈川県美術展】 
応募点数：1,245 点 
応募人数：859 名 
入選者数：387 名 
入賞者数：40 名 

展覧会入場者数：4,715 名 

県内の美術作家
に作品の創作・発表
の機会を提供する
とともに、優れた美
術作品を鑑賞する
機会を県民に提供
することができた。

中高生特別企画
展を実施すること
で、青少年の創作活
動を支援できた。 
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取組みの名称 取組みの内容 平成 29 年度実績 実施の効果 

・ 文化芸術団体
の創作・発表等
の活動への助成
等による支援

※重点施策１の取組み「(5)文化芸術団体への支援や連携による発表機会の
確保」と同様のため、記載省略。 

・ 伝統芸能、舞
台芸術作品等の
公演などへの共
催等による支援

「歌舞伎鑑賞教
室」等県の共催とす
ることで、公演団体
等の持つノウハウ
や自発的な実施能
力を活用し、県独自
では困難な各種の
文化事業を展開し
た。 

また、事業費を県
が一部負担し、資金
不足の団体の発表
の場を確保した。 

【民俗芸能・伝統芸能関連】 
歌舞伎鑑賞教室 2,071 名、人形
浄瑠璃文楽 1,378 名、かながわ
の地芝居フェスティバル 774 名
等、４公演開催  
合計 4,567 名来場 

少子高齢化など
の影響で担い手や
資金不足などに苦
しむ伝統芸能・民俗
芸能を支えるとと
もに、県民が文化芸
術活動を鑑賞する
機会を提供し、地域
の伝統芸能の大切
さについての理解、
認識を深める効果
があった。 

・ アマチュア・
ミュージシャン
などの発表機会
の支援 

（Ｈ28 年度からは該当事業実施なし） 

  エ 文化芸術活動に関する情報の提供 

取組みの名称 取組みの内容 平成 29 年度実績 実施の効果 

・ 文化芸術に関
する広報誌の発
行 

※基本的な施策１－(２)－アの取組み「広報誌、ホームページによる普及啓
発の実施」と同様のため、記載省略。 

・ホームページ、
フェイスブッ
ク、ポータルサ
イトによる公演
情報、文化芸術
活動のための情
報 

※基本的な施策１－(２)－アの取組み「広報誌、ホームページによる普及啓
発の実施」と同様のため、記載省略。 

 （３）芸術家等の育成等に関する支援等 

  【施策の方向】 

○ 将来の活躍が期待される芸術家等の発掘や育成支援を実施し、また、文化施設で催さ

れる様々な公演事業を支える舞台技術者等の育成に取り組みます。 

○ 県立文化施設などを活用し、芸術家等が創作・練習・稽古等に利用しやすい仕組みづ

くりを行うなど、創作のための環境の整備を図ります。

○ 芸術家等の創造的活動の成果を発表するための展覧会や公演事業などを開催すると

ともに、県立文化施設の主催事業などで将来の活躍が期待される芸術家等の積極的な

登用を行い、また市町村と連携し、アマチュア・ミュージシャンなどの活動を支援し

ます。
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ア 芸術家や文化芸術を支える活動を行う者の育成 

取組みの名称 取組みの内容 平成 29 年度実績 実施の効果 

・神奈川文化賞
・未来賞等によ
る顕彰の実施

「神奈川文化賞」、「神
奈川文化賞未来賞」 

神奈川県在住、在職
又は神奈川に深いゆか
りのある者で、神奈川
の文化の向上発展に尽
力し、その功績顕著な
個人又は団体に対して
「神奈川文化賞」を贈
呈。平成 13 年度に、神
奈川文化賞の第 50 回
を記念し、神奈川の文
化の向上発展に貢献す
ることが大いに期待さ
れる若い世代に贈呈す
るために「未来賞」を
創設。 

11 月３日文化の日に県
立音楽堂で贈呈式を実施。
「神奈川文化賞」は、新倉
俊一さん、西村繁男さん、
樹木希林さんの３名を顕
彰。「神奈川文化賞未来賞」
は、深緑野分さん１名を顕
彰。 

文化賞については、
神奈川に深いゆかりの
ある者で、その功績顕
著な個人又は団体に贈
呈することにより、神
奈川の文化の向上発展
に寄与し、県民の文化
振興に貢献した。 

また、未来賞につい
ては、国内外の水準の
高い芸術コンクールの
上位入賞者や新人発掘
を目的にした顕彰事業
の受賞者など、功績顕
著な若い世代で神奈川
の文化の向上発展に貢
献することが大いに期
待される方に贈呈する
ことができた。 

・ 舞台技術者等
の文化芸術を支
える者の研修等
による育成支援

※重点施策５の取組み「(2)施設の機能としての人材育成」と同様のため、
記載省略。 

・ 新進芸術家等
の育成支援の検
討 

※重点施策４の取組み「(3)新進芸術家等への支援の検討」と同様のため、
記載省略。 

  イ 創作のための環境整備 

取組みの名称 取組みの内容 平成 29 年度実績 実施の効果 

・ 県立文化施設
の練習･稽古等
での活用

※基本的な施策１－（２）－ウの取組み「県立文化施設での練習・発表等の
活動の場の提供」と同様のため、記載省略。 

・ 新進芸術家の
創作環境支援の
検討

※重点施策４の取組み「(3)新進芸術家等への支援の検討」と同様のため、
記載省略。 

ウ 創造的活動の成果を発表する機会の確保 

取組みの名称 取組みの内容 平成 29 年度実績 実施の効果 

・ 県美術展の開
催 

※基本的な施策１－（２）－ウの取組み「県美術展の開催」と同様のため、
記載省略。 
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取組みの名称 取組みの内容 平成 29 年度実績 実施の効果

・ 文化芸術団体
との連携による
新進芸術家を起
用した演奏会等
の開催 

※重点施策４の取組み「(3)新進芸術家等への支援の検討」と同様のため、
記載省略。 

・ 県立文化施設
主催事業におけ
る新進芸術家の
積極的登用 

※重点施策４の取組み「(3)新進芸術家等への支援の検討」と同様のため、
記載省略。 

・ 新進芸術家の
発表機会支援の
検討 

※重点施策４の取組み「(2)文化芸術団体・芸術系大学等との連携による先
駆的で発信性の高い文化芸術の創造」と同様のため、記載省略。 

・ ストリート･
ミュージシャン
等アマチュア･
ミュージシャン
などの発表機会
の支援 

※基本的な施策１－(２)－ウの取組み「アマチュア・ミュージシャンなどの
発表機会の支援」と同様のため、記載省略。（平成 28 年度からは該当事業
実施なし） 

 （４）文化芸術団体の育成等 

  【施策の方向】 

○ 文化芸術団体の自主的な活動を支援することにより、文化芸術団体の多様な活動を促

進するとともに、文化芸術団体との連携・協働に取り組みます。 

  ・ 文化芸術団体の育成・支援、連携・協働の推進 

取組みの名称 取組みの内容 平成 29 年度実績 実施の効果 

・ 文化芸術団体
への助成等によ
る支援

※重点施策１の取組み「(5)文化芸術団体への支援や連携による発表機会の
確保」と同様のため省略 

・ 文化芸術団体
の活動に対する
後援

芸術文化団体等が主
催する、県内において実
施する事業について、県
の文化芸術の振興に寄
与すると認められるも
のに、神奈川県の後援名
義の使用を承認。 

後援名義の使用承認実績：
138 件 

県民が自主的に
行う芸術文化活動
を一層活発にし、地
域の芸術文化全般
の振興を促進する
ことができた。 

・ 県実施事業等
における文化芸
術団体との連携
･協働の推進

※重点施策１の取組み「(1)文化資源や伝統芸能を活用した文化芸術の発信」
と同様のため、記載省略。 

・ 文化芸術団体
相互の連携の促
進

※基本的な施策１－(２)－ウの取組み「アマチュア・ミュージシャンなどの
発表機会の支援」と同様のため、記載省略。（平成 28 年度からは該当事業
実施なし） 
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（５）子どもの文化芸術活動の充実 

  【施策の方向】 

○ 県立文化施設等で子どもたちが様々な文化芸術を鑑賞する機会を提供します。

○ 子どもたちが自ら行う文化芸術活動を支援するとともに、文化芸術を体験する機会の

充実を図ります。

  ア 文化芸術の鑑賞機会の提供 

取組みの名称 取組みの内容 平成 29 年度実績 実施の効果 

・ 学校等と連携したアウ
トリーチの展開

※重点施策２の「１ 文化芸術の鑑賞機会の提供」と同じ取組み内
容のため、記載省略。 

・ 県立文化施設での子ど
もたちを対象とした鑑賞
事業の実施 

・ 文化芸術団体との連携
による子どもたちを対象
とした音楽体験事業等の
実施

・ 県立近代文学館での児
童文学を題材とした展覧
会等の実施

  イ 文化芸術活動の体験機会の充実 

取組みの名称 取組みの内容 平成 29 年度実績 実施の効果 

・ 子どもを対象とした公
募美術展開催等の創作活
動の支援

※重点施策２の「２ 文化芸術活動の体験機会の充実」と同じ取組
み内容のため、記載省略。 

・ 文化芸術団体との連携
・協働による子どもたち
の文化芸術活動の推進

・ 青少年センター、藤野
芸術の家での文化芸術を
体験する機会の提供 

・ 伝統芸能ワークショッ
プの実施

・ 県立近代文学館での子
どもたちが読書に親しむ
ための事業の実施

・ 子どもを対象とした民
俗芸能フェスティバルの
開催
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（６）学校教育における文化芸術活動の充実 

  【施策の方向】 

○ 小中学校などの学校教育における文化芸術に関する体験学習などの充実を図るとと

もに、芸術家等や文化芸術団体が学校教育の中で行う文化芸術活動に必要な協力や支

援を実施します。 

  ・ 文化芸術に関する体験学習等の充実 

取組みの名称 取組みの内容 平成 29 年度実績 実施の効果 

・ 文化芸術団体と
の連携による音楽
体験事業等の実施

※重点施策２の取組み「(3)文化芸術団体との連携による子どもたちを対
象とした音楽体験事業の実施」と同様のため、記載省略。 

・ 能・狂言等鑑賞
教室の開催

※重点施策１の取組み「(4)能・狂言等鑑賞教室の開催」と同様のため、
記載省略。 

・ 文化芸術による
子 供 の 育 成 事 業
（文化庁事業）の
県内での展開

※重点施策２の取組み「(13)文化芸術による子供の育成事業(文化庁事
業）の県内での展開」と同様のため、記載省略。 

・ 高校文化部活動
の充実・支援の実
施 

「かながわ部活ドリー
ム大賞」として、文化活
動における生徒の活動
成果を表彰した。 

平成 30 年２月３日
（土）表彰式を実施 
196 名（表彰対象者 97
名、保護者等 22 名、管
理職・引率者 53 名、来
賓９名、県関係者 15
名） 

文化活動における生
徒の素晴らしい成果
を表彰し、対外的に発
信することで、今後の
文化活動への意欲の
向上につながった。 

・ 県高等学校総合
文化祭の開催 

県内高等学校の文化・芸
術活動において、相互交
流・啓発を促進し、文化
・芸術活動の一層の活性
化を図った。 

県高等学校総合文化祭
（開会式・専門部門 26
部門各会場、閉会式参
加 生 徒 数 ： 延 べ 約
12,000 人） 

・文化部活動の活性化
のための優れた取組
を奨励することがで
きた。 

・ 県立高校におけ
る文化芸術にかか
わる科目等の充実
及び文化芸術の発
展に寄与する人材
の育成 

※重点施策２の取組み「(14)県立高校における文化芸術にかかわる科目
等の充実及び文化芸術の発展に寄与する人材の育成」と同様のため、記
載省略。 

・ 芸術家等や文化
芸術団体と連携し
た教育の実施 

※重点施策２の取組み「(16)芸術家等や文化芸術団体との連携した教育
の実施」と同様のため、記載省略。 

・ 学校と文化施設
との連携の推進 

※重点施策２の取組み「(1)学校等と連携したアウトリーチの展開」と同
様のため、記載省略。 
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 （７）高齢者、障がい者等の文化芸術活動の充実 

  【施策の方向】 

○ 高齢者、障がい者、子育て中の保護者などが、文化芸術に親しみ自ら文化芸術活動を

楽しめるよう、文化芸術団体と協力しながら、文化芸術の鑑賞機会の提供や自らが文

化芸術活動を楽しむための取組みを推進するとともに、文化施設のバリアフリー化や

利用サービスの向上に努めます。 

  ・ 高齢者、障がい者等の文化芸術活動の充実 

取組みの名称 取組みの内容 平成 29 年度実績 実施の効果 

・ 美術展など高
齢者を対象とし
た文化芸術事業
の実施

「かながわシニア美術
展」 
県内在住で昭和 34 年４
月１日以前生まれのア
マチュアの方を対象に、
日本画、洋画、彫刻・工
芸、書、写真の５部門に
ついて、自ら制作・撮影
した未発表作品１点を
公募し、横浜市民ギャラ
リーで展示会を開催。 

展示会を８月 17 日～
20 日にかけて開催。
出品者数は 400 人で
あり、延べ来場者数
は 1,976 人であった。

高齢者の創作による
日本画、洋画、彫刻・工
芸、書、写真の作品を展
示し、高齢者の文化活動
を促すとともに、ふれあ
いと生きがいづくりを
推進した。 

・ 県立施設にお
ける文化芸術活
動の場の提供な
どによる障がい
者の自主的な活
動の支援

①ライトセンターで 13
の文科系クラブ活動を
実施した。 
②「文化・芸術祭の開催」
・神奈川県障害者社会参
加推進センター（県委託
事業）において実施。 
・障がい当事者の文化的
活動（絵画、工作、ダン
ス、合唱等）の発表を行
う場を用意し、社会参加
の推進を図る。 

①ライトセンター 
・活動回数：276 回 
・活動人数：210 人 

②推進センター 
・活動回数：１回 
（２日間） 
・活動人数：299 人 

障がい者の文化芸術
活動を支援することに
より、社会参加が推進さ
れた。 

・ 特別支援学校、
障がい者施設、高
齢者施設等での
文化芸術団体に
よる公演の実施

【内容】 
「子ども・青少年への音
楽体験の提供」をめざし
て「子どものためのアウ
トリーチ事業」の一環と
して、を「音楽堂ふれあ
いアウトリーチ」を実
施。 
平成 29 年度は、2 月 1
日及び 3月 1日の 2回実
施。楽器に触れられるワ
ークショップ等行い、子
どもたちが音楽に触れ
る機会を提供した。 
【工夫点】 

県教育委員会を介し
て学校との連携をとり、
施設になかなか足を運
べない子どもたちのた
めに、県内養護学校へア
ウトリーチを実施した。

＜参加者：266 人＞ 

・２月１日：県立横
浜ひなたやま支援学
校 172 人 

・３月１日：県立平
塚養護学校 in 音楽
堂（呼び込み型ｱｳﾄﾘｰ
ﾁ） 94 人 

子ども向け鑑賞普及
事業や、ふれあいアウト
リーチ事業では、大人に
比べて音楽鑑賞機会の
少ない子どもたちに対
して、音楽鑑賞に対する
興味・関心を持ってもら
うということを目的と
した観点から事業に取
り組み、29 年度も多くの
参加者から、「貴重な体
験ができた」「感動した」
といった肯定的な意見
を得ている。 

毎年こうした取組み
を重ねることで、音楽堂
から遠く離れた地域の
子どもたちにも、音楽や
文化芸術への関心が少
しずつ定着してゆくと
いった効果が得られて
いる 
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取組みの名称 取組みの内容 平成 29 年度実績 実施の効果

・県立文化施設で
の障がい者向け
事業及び託児サ
ービス等の実施

託児ルームの設置・運用
（ＫＡＡＴ） 

14 演目 26 日（公演）

託児サービス利用者
数（主催公演のみ）
69 人 

主催公演で、乳幼児を
育てる人々に文化芸術
の鑑賞機会の提供に寄
与した。 

障がい者向け事業の実
施（ＫＡＡＴ） 

音で観るダンスのワ
ークインプログレス 

１企画７回開催 
参加者：203 人 

視覚に障害のある人
との舞台芸術の楽しみ
方の可能性について考
える機会を提供した。 

･これからのイン
クルーシブ社会
と公立文化施設
の取り組み 

【内容】 
平成 28 年度より実施

している劇場運営マネ
ージメント講座の一環
として、劇場運営に携わ
る人を対象に、公共文化
施設において障がいを
持つ人への的確な対応
方法について講義を行
った。 

【工夫点】 
③では、実際の白杖の

人と一緒に歩くことで、
マニュアルではわから
ない対応修正を図る。 

①「視覚情報のユニ
バーサルデザイン
化」 
場所：県民ホール小
会議室 
日時：６月 21 日 
参加者：17 人 
②「白杖の教わる的
確な情報提供」 
場所：逗子文化プラ
ザホール 
日時：11 月 21 日 
参加者：８人 
③「言葉のバリアフ
リー 聞き間違えな
い話し方」ホール・
劇場編 
場所：横浜ラポール 
日時：１月 23 日 
参加者：20 人 

見えない人、聞こえな
い人などが求めている
ことがどのような情報
なのか抽出され、今後の
施設運営に反映できる
有益な情報が得られえ
た。また障がい者の施設
来場を支援することに
より、社会参加が推進さ
れた。 

２ 文化資源を活用した地域づくりの推進 

 （１）文化芸術に関する交流の推進 

  【施策の方向】 

○ 国民文化祭等への参加や他県との交流事業の実施などにより、文化芸術の地域間交流を

推進します。 

○ 文化芸術を介した国際交流事業の実施や県立文化施設での海外の作品の鑑賞機会の提供

などにより、国際交流や海外の文化芸術に対する理解を深める取組みを推進します。 

○ 各国の文化を紹介し、外国籍県民との交流を図る催しや講座を実施するなど、多文化理

解を推進します。 
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  ア 地域交流の推進 

取組みの名称 取組みの内容 平成 29 年度実績 実施の効果 

・ 他県との文化

芸術を介した交

流の推進

■神奈川近代文学館 
 県外の類似施設の展
示に対して資料の貸出
を行っている。また、
近代文学館での特別
展、企画展の実施にあ
たり、全国各地の文学
館や図書館、個人から
資料の借入れを行って
いる。 

 県外の類似施設の特
別展等での貸し出しは、
四国民家博物館、松山市
立子規記念博物館、石川
近代文学館、山梨県立文
学館２回、調布市武者小
路実篤記念館、ちひろ美
術館・東京、水と緑と詩
のまち前橋文学館 、国
立ハングル博物館、新宿
区立新宿歴史博物館、産
経新聞社、姫路文学館、
公益財団法人丸岡文化
財団、群馬県立土屋文明
記念文学館、世田谷文学
館、町田市民文学館こと
ばらんど、印刷博物館、
田山花袋記念文学館、新
潟市會津八一記念館、福
井県ふるさと文学館 
で計 20 回、286 点であっ
た。 

 他県との文学を通し
た交流を行うとともに、
展示の充実に貢献でき
た。また、他県からの資
料の借入れを行うこと
で、近代文学館での展示
も充実したものとなっ
た。 

■富山県・神奈川県に
よる文化シンポジウム

・若者が参加する演劇
等文化施策の紹介を行
うなど、青少年への文
化芸術振興の機運の醸
成を図った。 
・身体障がい者用の席
や、英語表記（日本語
併記）の神奈川の魅力
を紹介する冊子を配布
するなど、多様な人へ
の参加に向けて取り組
んだ。 

参加人数：400 人 
富山県からは大伴家

持・越中万葉の顕彰・普
及や、利賀芸術公園にお
ける舞台芸術の創造と
振興の取組みを、また神
奈川県からは文化芸術
で人を引きつけ、地域の
にぎわいをつくりだす
マグカルの展開や、東京
2020 大会等に向けた文
化プログラムの取組等
について議論を深め、両
県の文化芸術の魅力を
発信することができた。

■金沢文庫 
 県外の博物館等の展
示に対して資料の貸出
を行っている。また、
金沢文庫での特別展、
企画展の実施に当た
り、全国各地の博物館
等、個人から資料の借
入れを行っている。 

県外の博物館等の特
別展等での貸出は、奈良
国立博物館、三井記念美
術館、島根県立古代出雲
歴史博物館、あべのハル
カス美術館、栃木県立博
物館、京都国立博物館、
東京国立博物館２回、茶
道資料館、山口県立美術
館で計 10 回、46 点であ
った。 

他県と文化財を通し
て交流を行うとともに、
展示の充実に貢献でき
た。また、他県からの資
料の借入れを行うこと
で、金沢文庫での展示も
充実したものとなった。

■歴史博物館 
 県外の博物館等の展
覧会へ収蔵資料の貸出
を行っている。 

県外の博物館への資料
の貸出は、栃木県立博物
館で開催された「中世宇
都宮氏-頼朝・尊氏・秀
吉を支えた名族」への
「源頼朝袖判下文」をは
じめ 5 点であった。 

歴史博物館の収蔵資
料を貸し出すことで、他
県で開催の展覧会の展
示の充実に貢献できた。
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取組みの名称 取組みの内容 平成 29 年度実績 実施の効果

・ 国民文化祭へ

の県内文化芸術

団体の参加促進

国民文化祭の開催県
である奈良県と連携
し、参加団体へ国民文
化祭の開催及び参加を
周知した。 

・小倉百人一首競技かる
た大会 

神奈川県かるた協会・８
人 

・太鼓の祭典 
開成水神雷太太鼓保存

会：１４人 
光明学園相模原高等学

校：２３人 
・ハーモニカ祭り 

Joy 夢：４人 

従来行っていた開催
県からの各都道府県に
対する推薦意向調査は
行わなかったにも関わ
らず、４団体、49 人の参
加があった。 

・ 全国高等学校

総合文化祭への

参加

県内高等学校の文化
・芸術活動において、
相互交流・啓発を促進
し、文化・芸術活動の
一層の活性化を図っ
た。 

全国高等学校総合文化
祭・宮城大会（参加生徒
数：546 名） 

高校生の文化活動に
係る相互交流機会を提
供することにより、文化
・芸術活動の活性化を図
ることができた。 

文化部活動の活性化
のための優れた取組み
を奨励することができ
た。 

・ 県高等学校総
合文化祭の開催

総合文化祭（開会式・専
門部門 26 部門各会場、
閉会式参加生徒数：延べ
約 12,000 人） 

  イ 国際文化交流の推進 

取組みの名称 取組みの内容 平成 29 年度実績 実施の効果 

・ 神奈川の文化
芸術の海外発信

※重点施策３「１ 国際文化交流の充実」と同じ取組み内容のため、記載省

略。 ・ 三県省道等の
文化交流事業の
推進

・「ベトナムフ
ェスタ in 神奈
川」文化交流プ
ログラム 

ベトナムの文化や食
などをＰＲするプログ
ラムを盛り込んだイベ
ントを通して、両地域
の相互理解を深め、幅
広い分野での交流を更
に促進する。 

来場者数：約 20 万人 
（荒天のため半日中止）

悪天候の影響により、
来場者数は減少してい
るものの、高い水準を維
持しており、ベトナムに
ついての理解を深める
場となっている。また、
ベトナムの政府首脳の
方々との人脈形成やベ
トナム企業の方との連
携により、両地域間にお
ける経済的な結びつき
の強化につながってい
るほか、ベトナム国営放
送等多数メディアで放
映されるなど、本県知名
度の向上に寄与してい
る。 
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取組みの名称 取組みの内容 平成 29 年度実績 実施の効果

・ 国際児童画展

の開催

 次代を担う子どもた
ちの夢と創造力を育
み、絵画を通じてお互
いの生活や文化を理解
し、交流を深めるふれ
あいの場となることを
目的として、昭和 56 年
（1981 年）から隔年で
ビエンナーレ国際児童
画展を開催している
（応募資格：満４歳以
上 15 歳以下。テーマは
自由。）。平成 29 年度
は第 19 回展を実施し
た。また、神奈川の児
童画展を広く周知する
ため、北海道十勝芽室
町の NPO 法人などに作
品貸出を行った。 

・第 19 回展応募総数
24,572 点（海外 87 ヶ国
１地域 21,411 点、県内
3,161 点）。 
・表彰式 平成 29 年７
月９日（日）入賞 519 点
（大賞：知事表彰３：海
外２、県内１、総務大臣
賞等特別賞 50：海外 37、
県内 13、入選 466：海外
350、県内 116） 
・展覧会 平成 29 年７
月７日（金）～８月 20
日（日）来場者 6,418 名
・巡回展 県内 14 箇所
・作品等貸出 北海道外
８箇所 

 広く世界各地から作
品を募集し、また受賞作
品の地球市民かながわ
プラザでの展覧会や巡
回展等を行うことで、絵
画を通じて国際理解と
国際交流の推進を図っ
ている。 

・「アーティス

ト・イン・レジ

デンス」 

国内外のアーティス
トを招聘して、一定期
間、地域に滞在しても
らい、地域資源・文化
資源等に触れるととも
に、地域住民との交流
を図りながら、芸術作
品の制作、発表、展示
を行ってもらうこと
で、神奈川発のオリジ
ナルかつ魅力的なコン
テンツを創作・発信し
た。 

〈本牧アートプロジェ
クト 2017「本牧 AIR」〉
場所：HONMOKU AREA-２
日程：平成 29 年 11 月 11
日（土）～12 月 10 日（日）

〈若葉町ウォーフ ア
ーティスト・イン・レジ
デンス企画〉 
場所：若葉町ウォーフ 
日程：平成 30 年 1 月 28
日（日）～２月９日（金）

アートという接点に
よって、文化や習慣の違
いを超えた国内外の地
域交流が生まれ、発展し
ていくことで、新しい可
能性にあふれた豊かな
作品や文化芸術環境が
生まれた。 

また、公開制作や展示
会を通じて、地域の人々
へ文化芸術の普及の機
会づくりに寄与した。 

※重点施策３「１ 国際文化交流の充実」(1)神奈川の文化芸術の海外発信
と同じ取組み内容のため、詳細省略。 
（再掲）A O SHOW、「WITHOUT SIGNAL！（信号がない）」 

  ウ 多文化理解の推進 

取組みの名称 取組みの内容 平成 29 年度実績 実施の効果 

・ 「あーすフェ
スタかながわ」
など多文化理解
や交流を推進す
るための事業の
実施

 多様な国籍文化や民
族の違いを理解し、認
め合うことのできる多
文化共生社会の実現を
めざし、「あーすフェ
スタかながわ 2017」を
実施するとともに、地
域イベントへの展開を
図る。 

・民族芸能ステージ、外
国籍県民フォーラム、ワ
ークショップ、各国屋台
等： 
５月 20 日（土）、21 日
（日） 
・延 べ参 加 者数 ： 約
20,000 人 

 外国籍県民、ＮＧＯ、
地域住民との協働・連携
による企画・運営によ
り、交流の輪を広げるこ
とにより、多くの県民に
対する多文化理解を推
進できた。 
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取組みの名称 取組みの内容 平成 29 年度実績 実施の効果 

・ 地球市民かながわ

プラザ等での多文化

理解を推進するため

の講座等の実施

 多文化共生の地域社
会づくりに向け、多文
化理解を推進するた
め、地球市民かながわ
プラザにおいて、展示
学習などの学習センタ
ー事業、映像・図書資
料の収集提供や外国籍
県民相談等の情報・相
談センター事業やＮＰ
Ｏ等活動支援などのサ
ポート・ネットワーク
事業等を実施する。 

指定管理により、子どもから
大人まで幅広い年齢層にプラ
ザの理念や趣旨を魅力的に伝
え、家族連れや友達同士で楽し
く遊べるプログラムを実施す
る展示学習事業や大人も対象
とした企画展及び関連イベン
トをバランスよく実施し、また
校外学習を受け入れる（196
校、引率者を含む 7,754 名）な
どを行い、年間を通して、開館
以来最高の 427,492 人の利用
があった。 

 子 ど も か
ら 大 人 ま で
多 く の 利 用
者 の 確 保 を
通して、県民
の 多 文 化 理
解 の 推 進 に
取り組んだ。

（２）創造的活動等の推進 

  【施策の方向】 

○ 県立文化施設の活用や文化芸術団体との連携により、新しい文化芸術の創造的活動を

推進するとともに、これらを国内外に発信する取組みを実施します。

  ・ 創造的活動等の推進と発信 

取組みの名称 取組みの内容 平成 29 年度実績 実施の効果 

・ 県立文化施設にお

ける新たな舞台芸術

作品等の創造･発信

※重点施策４「１ 創造的活動の推進と発信」と同じ取組み内容のため、

記載省略。 

・ 文化芸術団体･芸

術系大学等との連携

による先駆的で発信

性の高い文化芸術の

創造

・ 新進芸術家等への

支援の検討

 （３）文化資源の活用 

  【施策の方向】 

○ 県内の文化資源の発掘に努め、その具体的な活用方策を検討します。また、地域の活

性化等に活用可能な文化資源については、市町村、文化芸術団体、芸術家、企業など

との連携により有効活用に努めるとともに、その魅力を広くＰＲするための情報発信

に取り組みます。 

  ア 文化芸術事業の発信力の強化（「マグカル」のブランド力の強化） 

取組みの名称 取組みの内容 平成 29 年度実績 実施の効果 

・ 神奈川発のコンテ
ンツの創出

※重点施策４「２ 文化芸術事業の発信力の強化（「マグカル」のブラ
ンド力の向上）と同じ取組み内容のため、記載省略。 

・ 「マグカル」の全
県展開

・ パフォーミングア
ーツ人材の育成 
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  イ 文化資源を生かした地域の活性化 

取組みの名称 取組みの内容 平成 29 年度実績 実施の効果 

・ 相模湾沿岸を
はじめとした地
域に残る近代建
造物と邸園を保
全･活用した地
域づくりの推進

湘南邸園文化祭を地
域団体と開催した。 

 9 月～12 月にかけて相模湾
沿岸の 14 市町の邸園等にお
いて、30 の市民団体により、
61 の文化イベントを実施、
12,921 人の参加があった。 

 当該地域の邸園
等の価値を周知す
るとともに、保全
・活用の意義につ
いて啓発すること
ができた。 

・ 県西地域の豊
かな自然環境や
歴史的･文化的
遺産などを活用
した箱根ジオパ
ーク等の取組み
の推進 

・第 11 回日本ジオパー
クネットワーク全国研
修会の開催 
・ＰＲイベントの実施 
・ガイド養成講座の開催
・ジオツアーの実施 
・小中学校等での教育活
動 
・特産品の開発 
・サインの整備 

・日本ジオパーク全体のレベ
ルアップと加盟団体の交流
を目的とした全国研修会の
開催（参加者 118 名） 
・ＰＲイベント（10 回） 
・ガイド養成講座（４回） 
・ジオツアー（８回） 
・小中学校等での教育活動
（56 回） 
・特産品認定（５品） 
・サイン整備（野外解説板２
基、総合案内板１基、多言語
QR コード貼付３箇所） 

箱根ジオパークに
対する地域の機運
醸成及びジオパー
クとしての環境整
備を着実に進める
ことができた。 

・ 「鎌倉」の世
界文化遺産登録
の推進 

 世界遺産登録を目指
す｢鎌倉｣の構成資産に
ついて、適切な保存管理
と積極的な公開活用を
図るため、県費補助金に
よる助成を行った。この
他、海外の類似資産との
比較研究を行うため、中
国・龍門石窟研究院との
共同研究に係る学術会
議を実施した。 

さらに、比較研究成果
の報告のため「鎌倉の文
化財、その価値と魅力～
比較研究から見えたも
の～」連続講座特別編
「やぐらの起源をさぐ
る」として講演会を開催
した。 

 県費補助金については、
42,802 千円を負担した。 
学術会議は、研究者２名を招
聘し、３日間にわたって現地
視察及び意見交換を行った。
講演会は１回開催し、105 名
が参加した。 

再推薦に向け
て、顕著な普遍的
価値を証明するた
めの比較研究を通
じて、「鎌倉」の
特徴の一端を明ら
かにすることがで
きた。 
また、講演会の開
催を通じて、世界
文化遺産登録の推
進に係る普及啓発
を図ることができ
た。 

・ 地域に伝承さ
れてきた文化等
の発掘・発信・
体験の促進 

※重点施策１の取組み「(1)文化資源や伝統芸能を活用した文化芸術の発
信」と同様のため、記載省略 

・ 県立文化施設
の地域の賑わい
創出等への活用

※重点施策３の取組み「(1)神奈川の文化芸術の海外発信」と同じ取組みの

ため、記載省略。 
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取組みの名称 取組みの内容 平成 29 年度実績 実施の効果 

・ ホームページ
等による、県内
の伝統的な行事
や祭りの開催な
ど文化資源に関
する地域情報の
発信 

① 「マグカル・ドット・ネ
ット」と「観光かながわＮ
ＯＷ」をリンクさせ、文化
芸術イベントの公演情報と
あわせた、美術館等の情報
発信 
② 美術館等の位置を分か
りやすく示した観光マップ
の改修（クリッカブル化）
及び駅へのＱＲコードを掲
載したポスターの掲出によ
るスマホ閲覧対応の実施 
③ 「マグカル・ドット・ネ
ット」と「Tokyo Day Trip」
をリンクさせるとともに、
「Tokyo Day Trip」で県内
の文化資源に関する情報発
信を実施 

①「観光かながわＮＯ
Ｗ」平成 29 年度ページ
ビュー約 1,120 万ＰＶ 

②「観光かながわＮＯ
Ｗ」にて公開、駅への QR
コードを掲載したポス
ターの掲出（日本大通駅
１ 箇 所 ８ /14 ～ ８ /20
７日間 

③「Tokyo Day Trip」平
成 29 年度ページビュー
約 309,200ＰＶ 

①行事やお祭り、文
化イベント等の情
報発信による誘客 

②美術館等の文化
資源の位置情報の
発信による誘客 

③文化資源の情報
発信とマグカル・ド
ット・ネットへのリ
ンクによる誘客 

・ 地域の産品の
普及、伝統的工
芸品の製品フェ
ア開催など文化
資源の普及、育
成 

①伝統的工芸品展ＷＡＺＡ
2018 

②関東ブロック伝統的工芸
品展 2017 

伝統的工芸品の展示会を開
催することを通じて、伝統
的工芸品の普及促進、産地
の需要開拓及び後継者の発
掘の促進を図っている。 

①平成 30年２月 16日か
ら 21 日まで東武百貨店
池袋店８階催事場で開
催し、会期中に 146,020
名が来場した。 

②平成 30 年２月７日か
ら 13 日まで新宿高島屋
3･4･6･11 階特設会場で
開催し、会期中に約４万
２千人が来訪した。 

 各産地で展示等
を行うことにより、
来場者との会話・Ｐ
Ｒや製品の販売等
を通じて、普及促
進、需要開拓等が図
られた。 

・ フィルムコミ
ッション活動支
援事業の推進 

神奈川ロケーションサポ
ートデスクの設置 
 制作会社からの問い合わ
せに対して、お薦めロケ地
の PR や、フィルムコミッシ
ョンの紹介、市町村との調
整などの機能を担う。 

・問い合わせ件数：210

件 

・市町村と協同した
観光ＰＲ 

 （４）景観の形成 

  【施策の方向】 

○ 県内各地の自然景観、歴史的景観、都市景観などの良好な景観の形成に当たっては、

文化的諸条件などに配慮し、魅力ある景観づくりに取り組みます。

  ・良好な景観の形成 

取組みの名称 取組みの内容 平成 29 年度実績 実施の効果 

・「神奈川景観
づくり基本方
針」に基づく魅
力ある景観づく
りの推進

 基本方針では、市町村の役割
の重要性から「全ての市町村が
景観行政団体となるよう支援
する」旨を定めているので、未
移行団体の町村に対して、景観
に関する諸問題について景観
計画策定状況調査を行った。 

 各町村と「景観計画
策定状況調査」の再確
認を行った結果、山北
町に移行の意思がみら
れた。 

平成 29 年度に
山北町が景観行政
団体に移行した。
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取組みの名称 取組みの内容 平成 29 年度実績 実施の効果 

・文化財保護法
に基づく重要文
化的景観の選定
に係る検討 

（平成 29 年度は、市町村等から重要文化的景観の申出はなし。） 

・歴史まちづく
り法等に基づく
関連文化財所在
市町村への助言

 歴史的風致維持向上計画協
議会等への助言 

 小田原市及び鎌倉市
の法定協議会への参加
（各 2 回） 

 各市の計画内容
のうち、国庫補助
金又は交付金の新
規採択を実現し
た。 

 ３ 文化芸術の振興を図るための環境整備 

 （１）文化資源の活用 

  【施策の方向】 

○ 学校開放などの取組みにより、空き教室や休日等の学校施設を県民の文化芸術活動の

ために利用できるよう努めます。また、文化施設以外の庁舎などの公共的施設につい

ても、作品の展示などの利用ができるよう取り組みます。

  ・学校施設、公共施設等の活用 

取組みの名称 取組みの内容 平成 29 年度実績 実施の効果 

・ 学校施設、公
共的施設の文化
芸術活動の練習、
稽古、発表の場と
しての活用

県立学校を、学習・
文化・スポーツ活動の
場として、学校運営に
支障のない範囲で開放
している。 

・学習施設の開放 
開放校数 23 校 
利用人数 8,801 人 

・体育施設の開放 
開放校数 158 校 
利用人数 263,601 人 

文化活動の場を
提供することによ
り、地域に親しまれ
る学校づくりの促
進を図りつつ、生涯
学習機会の拡充に
寄与した。 

≪ゴールデンウィーク
庁舎公開でのピアノリ
サイタル≫ 
【内容】 
ゴールデンウィーク庁
舎公開で、歴史的建造
物である神奈川県庁本
庁舎大会議場を活用し
て、マグカル大使によ
る「マグカル大使 熊
本マリ ピアノリサイ
タル」を実施した。 

＜ゴールデンウィーク庁舎
公開でのピアノリサイタル
＞ 
鑑賞者数：約 400 名 
日程：平成 29 年５月３日
（水・祝） 

歴史ある大会議
場とピアノコンサ
ートという組み合
わせで注目を集め、
非常に多くの県民
の方々に、歴史的建
造物と一流のピア
ノ演奏の魅力に触
れていただくこと
ができた。また、大
使からのお話など
により、マグカルの
取組みについても
周知することがで
きた。 

 （２）県立文化施設の充実 

  【施策の方向】 

○ 県立文化施設では、文化芸術の鑑賞や活動、交流の場としての機能に加えて、施設の

特性に応じて、文化芸術に関する人材の育成や教育普及活動に取り組みます。

○ 県立文化施設の機能を最大限に発揮させるため、効果的な事業の実施や効率的な施設

運営等について、適切な検証を行います。 
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  ア 県立文化施設の機能の充実 

取組みの名称 取組みの内容 平成 29 年度実績 実施の効果 

・ 県立文化施設
（ホール、劇場
等）の計画的な維
持・保全等 ※重点施策５「１ 県立文化施設の機能の充実」と同じ取組み内容のため、

記載省略。 

・ 施設の機能と
しての人材育成

イ 運営方法の点検等 

取組みの名称 取組みの内容 平成 29 年度実績 実施の効果 

・ 施設利用者を

対象としたアン

ケート調査の実

施

《利用者満足度調査》 
県民ホールほか２施設 

【内容】 
 県民ホール、県立音楽堂
の指定管理者に対して、県
行政管理課が定める「指定
管理者制度の運用に関す
る指針」及び「指定管理者
制度の運用に関する手引
き」に基づき、協定書に定
めた利用者満足度調査を
実施した。 

■県民ホール本館 
６月１日～７月２日 
来館者：333 件 
施設利用者：８件 
ＨＰ閲覧者：10 件 

■神奈川芸術劇場 
12 月１日～12 月 31 日
（貸館利用者のみ 11
月 1 日から） 
来館者：240 件 
施設利用者：３件 
ＨＰ閲覧者：12 件 

■県立音楽堂 
12 月 1 日～12 月 31 日
来館者：596 件 
施設利用者：８件 
ＨＰ閲覧者：１件 

 各施設に対する入場
者・利用者の意見・要
望等を把握することが
でき、今後の施設運営
や事業企画等の参考情
報とすることができ
た。 
 指定管理者による施
設の管理運営につい
て、直接利用者の声を
把握することができ
た。 

■神奈川近代文学館 
秋の特別展「山本周五郎

展」開催期間に来館者とイ
ンターネット閲覧者を対
象としたアンケートを実
施した。 

■神奈川近代文学館 
来館者アンケート（実
施期間９月 30 日～11
月 26 日）回答者 220 件
Ｗｅｂアンケート（実
施期間９月 30 日～11
月 26 日）回答者 13 件

総合満足度調査にお
いては、回答者のうち、
「満足」「どちらかと
いえば満足」と答えた
割合は 99%だった。来
館者アンケートでは、
回答者の年齢層や性
別、来館までの交通手
段等の項目から、来館
者の特徴も把握するこ
とができた。 

・ 施設運営会議

等による施設運

営や実施事業の

点検･検証

【内容】 
３館１体による効率的

な運営が行われているか、
チェックするため「神奈川
県立県民ホール及び音楽
堂指定管理業務実績評価
委員会」を設置し、公募委
員を含む６名により指定
管理者が行う自主事業公
演のモニタリングを行い、
その内容について年１回
会議を開催する。 

・モニタリング実施公
演数：22 回 
・参加人数： 
（延べ）57 人 
・外部評価委員会： 
29 年９月５日実施 

 公募委員を含めた、
外部有識者によるモニ
タリングを行い、意見
をいただくことで、県
のモニタリングとは異
なる視点から指定管理
業務の運営について、
年に 1 度開催する委員
会で評価を行うこと
で、指定管理業務の運
営を改善していくよう
意見をいただいた。 
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取組みの名称 取組みの内容 平成 29 年度実績 実施の効果

施設運営全般に

ついてのモニタ

リングの実施 

行政によるモニタリング 
（月報、事業報告書、モニ
タリング結果報告、指定管
理業務総括調書） 
【内容】 
■県立音楽堂及び県民ホ
ール 

指定管理者に対して、県
行政管理課が定める「指定
管理者制度の運用に関す
る指針」及び「指定管理者
制度の運用に関する手引
き」に基づくモニタリング
を実施した。 

・月報によるモニタリ
ング 
・主催公演のモニタリ
ング 
・事業報告書によるモ
ニタリング 
・モニタリング結果報
告書の作成（年 1 回）

 指定管理者による施
設の管理運営が適切に
行われているか確認を
行うとともに、施設や
設備の故障・事故等の
報告により、県が施設
の情報をきちんと把握
することができた。 

■神奈川近代文学館 
月例報告書による施設

利用状況や事業内容の確
認のほか、定期的に施設の
現場確認を行っている。 

月例報告書の確認：毎
月現場確認：展示ごと

 月例報告書の確認や
現場確認の結果、指導
や改善勧告はなかっ
た。 

 （３）情報通信技術の活用 

  【施策の方向】 

○ 文化芸術に関する情報や資料などを容易に入手できるよう、ホームページや電子メー

ルを活用した情報提供を行います。また、県立文化施設が保管・保有する公開資料を

容易に利用できるよう、検索や閲覧に情報通信技術を活用するよう取り組みます。

○ 県立文化施設の利用手続において、窓口を訪れる負担などを軽減するため、情報通信

技術を活用し、自宅から利用予約が可能となるよう、利用者サービスの向上に取り組

みます。

○ 県立文化施設等に保存・保管されている文化芸術にかかわる資料について、デジタル

化、データベース化を図り、利用者の利便性を高める取組みを推進します。

  ア 情報の発信 

取組みの名称 取組みの内容 平成 29 年度実績 実施の効果 

・ ホームペー
ジ、フェイスブ
ック、ポータル
サイト、電子メ
ールを活用した
文化芸術情報の
提供

※基本的な施策１－（２）－アの取組み「広報誌、ホームページによる普及
啓発の実施」と同様であるため、記載省略。 

※基本的な施策１－（２）－アの取組み「広報誌、ホームページによる普及
啓発の実施」と同様であるため、記載省略。 

・ 保存資料等の
検索・閲覧等に
関する情報通信
技術の活用

■神奈川近代文学館 
ＳＮＳの積極的な活

用やコミックとのコラ
ボレーションによりホ
ームページ利用のアク
セス数を高く維持し、
広報周知活動を広く行
うことができた。 

ホームページアクセス
数 185,616 件 
うち、蔵書検索アクセ
ス数 45,614 件 

 19 万件を超えた前年度
には届かなかったものの、
子規展の好評などにより、
ホームページアクセス件
数は 18 万件を超えた。 
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  イ 利便性の向上 

取組みの名称 取組みの内容 平成 29 年度実績 実施の効果 

・ 施設予約シス

テムの運用 

 原則 24 時間どこか
らでもインターネット
を通じて、県内公共施
設の空き状況の照会や
予約申込を行えるよう
にすることで、県民の
利便性を向上させると
ともに、職員側の施設
予約管理に関する事務
処理の効率化を図る。

平成 29 年度利用件数 
 943,244 件（県のみ） 

（内訳） 
・抽選申込数 
 814,364 件 
 内希望調整申込件数 
   3,042 件 
・予約申込数 
  128,880 件

 施設予約システム
により、県内外の利
用者が利用手続のた
めに窓口を訪れるな
どの負担を軽減する
ことができた。 

また、利用手続の
電子化により、事務
処理の効率化が図ら
れ、行政運営の簡素
化に貢献した。 

  ウ 文化芸術に係る資料、作品、情報等の保存 

取組みの名称 取組みの内容 平成 29 年度実績 実施の効果 

・ 県立文化施設
等における収蔵
資料等のデジタ
ル化、データベ
ース化の推進 

■神奈川近代文学館 
 所蔵資料（図書、雑誌,
特別資料）のデータベー
ス化は、利用者の利便向
上のために重要である
ため、神奈川近代文学館
では当年度もインター
ネット公開を進めた。 

 2017 年度の図書、雑誌、
特別資料を合わせた電算
化入力件数は 17,637 冊
（件）となり、累計は
1,195,537 冊（件）となっ
た。（うち図書、雑誌
985,913 冊は全て OPAC 公
開済み） 
特別資料（原稿、自筆資料、
書簡など）に関しては
2016 年 度 受 入 デ ー タ
4,181 件を新たに OPAC へ
加え、累計約 199,900 点の
データがインターネット
で検索可能となった。 
特別資料検索利用登録者
128 人（累計 2,020 人） 

 ホームページにお
けるデータベースの
充実により、日時、
場所を問わず貴重な
文学資料に触れる機
会を提供できた。 

 （４）文化芸術活動に対する支援の促進 

  【施策の方向】 

○ 文化芸術の振興に寄与する寄附税制等の周知などにより、個人や企業からの寄附や支

援が活発に行われるよう取り組みます。 
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  ・文化芸術活動に対する個人や企業等からの寄附や支援の促進 

取組みの 
名称 

取組みの内容 平成29年度実績 実施の効果 

・ 寄附税制等に関する周

知

芸術文化財団ＨＰに
掲載するほか、賛助会員
やその他法人・団体への
寄付依頼時にパンフレ
ットにて周知した。 

・賛助会員数 
H29 年度末： 
54 社 14 名 

賛助会員や寄付依
頼先への周知のほ
か、ＨＰ掲載により
幅広く周知した。 

 「神奈川文学館友の
会」は、近代文学館を積
極的に利用していただ
く方に向けて、入館料無
料、行事や刊行物の会員
価格割引、会員限定行事
の開催など、さまざまな
事業を行っている。 

・会員数：1,039
人 

会員数は前年度と
ほぼ同数で４年連続
で 1,000 人を超えた。

 「近代文学館を支援す
る会」は、法人、団体、
事業主または個人を対
象に近代文学館の広報
や支援に協力いただく
とともに寄付による税
額控除を行っている。 

・会員数 
：112 名 136 口

会員による支援に
よって、近代文学館
の事業が充実すると
ともに、広報活動を
幅広く行うことがで
きた。 

・ 文化芸術団体への寄附

の促進 

（（公財）神奈川芸術文化財団のホームページにて寄付金に対する
税優遇について周知を行った。） 

・ メセナ企業等に関する

情報の提供 

（（公財）神奈川芸術文化財団が（公社）企業メセナ協議会に会
員として参加し情報収集を行っている。） 

・ メセナ企業と芸術家と

を結びつける方策の検討

 （５）顕彰の実施 

  【施策の方向】 

  ○ 文化芸術活動で顕著な成果を収めた人や団体、また、文化芸術の振興に寄与した人や

団体の顕彰を実施します。 

  ・ 顕彰の実施 

取組みの名称 取組みの内容 平成29年度実績 実施の効果 

・神奈川文化賞・未来賞
等による顕彰の実施 

※基本的な施策１－（３）－アの取組み「神奈川文化賞・未来賞等
による顕彰の実施」と同様のため、記載省略。 
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Ⅳ 進行管理のための参考指標

１ 県立文化施設＊利用者数 

＊「県立文化施設」：県民ホール（本館）・神奈川芸術劇場・音楽堂・かながわアートホール・

近代文学館・青少年センター・近代美術館 

 ＊「県民ホール（本館）休館期間」：平成 25 年 12 月 2 日から平成 26 年 9 月 30 日、 

                  平成 29 年 7 月 3 日から平成 30 年 3 月 31 日 

２ 文化芸術の鑑賞・活動の重要性に関する意識、満足度（全県）

文化芸術の鑑賞・活動の重要性に関する意識は高いが、満足度は低い。 

質問項目 
生活重要度 生活満足度 

重要 重要でない
満たされて

いる 
満たされて

いない 

文化や芸術を鑑賞したり、活動に参加で

きる場が身近に整っていること 
51.9% 12.9% 19.5% 20.2% 

自由な時間や休日が多く、ゆとりある生

活ができること 
71.1%  4.9% 13.9% 35.0% 

自然や歴史・文化、景観など地域の特性

を生かしたまちづくりが行われること 
61.5%  5.5% 16.4% 18.5% 

（平成 29 年度県民ニーズ調査） 

508,111
367,289

653,996 702,181

200,164

167,485

187,974

199,212
217,833

267,667

167,682

171,344

169,143
174,871

184,821

50,130

46,581

49,936
54,059

55,438

61,526

73,379

71,521
73,166

75,601

143,352
152,371

152,376
161,740

166,069

89,511
77,288

168,012 71,774

128,927

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

近代美術館

青少年セン

ター
近代文学館

かながわアー

トホール
音楽堂

神奈川芸術劇

場
県民ホール

（本館）

合計 1,188         1,076         1,464         1,456     1,079 （千人）
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３ 文化芸術の鑑賞・活動の重要性に関する意識、満足度（地域別）

文化芸術の鑑賞・活動の重要性に関する意識は高いが、満足度は低い。 

重要性に関する意識        (%)  満足度             (%) 

（平成 29 年度県民ニーズ調査）

　【重要度】　文化や芸術を鑑賞したり、活動に参加できる場が身近に整っていること

　　　　　　上段：実数
　　　　　　下段：％

全

体

非

常
に

重

要
で

あ
る

か

な
り

重

要
で

あ
る

ど

ち
ら

と

も
い

え
な

い

さ

ほ
ど

重

要
で

な
い

ま
っ

た

く

重
要

で
な

い

わ

か
ら

な

い

無
回

答

　全　　体 1,382 232 485 400 152 26 36 51
100.0 16.8 35.1 28.9 11.0 1.9 2.6 3.7

横　浜 496 94 177 140 49 7 13 16

100.0 19.0 35.7 28.2 9.9 1.4 2.6 3.2
川　崎 196 27 77 62 15 5 5 5

100.0 13.8 39.3 31.6 7.7 2.6 2.6 2.6
相模原 113 26 33 37 13 1 1 2

100.0 23.0 29.2 32.7 11.5 0.9 0.9 1.8
横須賀三浦 105 21 42 23 14 - 1 4

100.0 20.0 40.0 21.9 13.3 - 1.0 3.8
県　央 128 19 39 42 15 2 5 6

100.0 14.8 30.5 32.8 11.7 1.6 3.9 4.7

湘　南 201 32 69 55 28 5 4 8
100.0 15.9 34.3 27.4 13.9 2.5 2.0 4.0

県　西 53 5 15 20 6 3 4 -
100.0 9.4 28.3 37.7 11.3 5.7 7.5 -

無回答 90 8 33 21 12 3 3 10
100.0 8.9 36.7 23.3 13.3 3.3 3.3 11.1

　全　　体 1,382 232 485 400 152 26 36 51
100.0 16.8 35.1 28.9 11.0 1.9 2.6 3.7

男　性 578 80 186 191 74 15 15 17

100.0 13.8 32.2 33.0 12.8 2.6 2.6 2.9
女　性 712 141 266 188 66 8 18 25

100.0 19.8 37.4 26.4 9.3 1.1 2.5 3.5
無回答 92 11 33 21 12 3 3 9

100.0 12.0 35.9 22.8 13.0 3.3 3.3 9.8
　全　　体 1,382 232 485 400 152 26 36 51

100.0 16.8 35.1 28.9 11.0 1.9 2.6 3.7
18～19歳 5 4 - - 1 - - -

100.0 80.0 - - 20.0 - - -
20歳代 88 25 22 22 14 4 1 -

100.0 28.4 25.0 25.0 15.9 4.5 1.1 -

30歳代 206 51 57 58 30 5 2 3
100.0 24.8 27.7 28.2 14.6 2.4 1.0 1.5

40歳代 313 58 115 77 41 8 10 4
100.0 18.5 36.7 24.6 13.1 2.6 3.2 1.3

50歳代 223 37 68 80 21 3 6 8
100.0 16.6 30.5 35.9 9.4 1.3 2.7 3.6

60歳代 238 22 96 83 19 3 6 9
100.0 9.2 40.3 34.9 8.0 1.3 2.5 3.8

70～74歳 94 10 43 26 7 - 2 6

100.0 10.6 45.7 27.7 7.4 - 2.1 6.4
75歳以上 124 16 49 33 7 - 6 13

100.0 12.9 39.5 26.6 5.6 - 4.8 10.5
無回答 91 9 35 21 12 3 3 8

100.0 9.9 38.5 23.1 13.2 3.3 3.3 8.8

居

住

地
域

別

性
別

年
代
別

　　【満足度】　文化や芸術を鑑賞したり、活動に参加できる場が身近に整っていること

　　　　　　上段：実数

　　　　　　下段：％

全

体

十

分

満

た

さ

れ

て

い

る

か

な

り

満

た

さ

れ

て

い

る

ど

ち

ら

と

も

い

え

な

い

あ

ま

り

満

た

さ

れ

て

い

な

い ほ

と

ん

ど

満

た

さ

れ

て

い

な

い

わ

か

ら

な

い

無

回

答

　全　　体 1,382 29 240 604 201 79 154 75

100.0 2.1 17.4 43.7 14.5 5.7 11.1 5.4

横　浜 496 12 93 218 63 28 54 28

100.0 2.4 18.8 44.0 12.7 5.6 10.9 5.6
川　崎 196 4 47 86 23 11 15 10

100.0 2.0 24.0 43.9 11.7 5.6 7.7 5.1

相模原 113 4 25 45 15 10 11 3

100.0 3.5 22.1 39.8 13.3 8.8 9.7 2.7

横須賀三浦 105 2 21 44 18 5 12 3

100.0 1.9 20.0 41.9 17.1 4.8 11.4 2.9

県　央 128 - 21 62 16 4 16 9

100.0 - 16.4 48.4 12.5 3.1 12.5 7.0

湘　南 201 5 18 88 44 10 26 10

100.0 2.5 9.0 43.8 21.9 5.0 12.9 5.0

県　西 53 - 4 24 12 4 8 1

100.0 - 7.5 45.3 22.6 7.5 15.1 1.9

無回答 90 2 11 37 10 7 12 11

100.0 2.2 12.2 41.1 11.1 7.8 13.3 12.2

　全　　体 1,382 29 240 604 201 79 154 75

100.0 2.1 17.4 43.7 14.5 5.7 11.1 5.4

男　性 578 13 82 289 81 31 55 27

100.0 2.2 14.2 50.0 14.0 5.4 9.5 4.7

女　性 712 14 145 278 110 40 87 38

100.0 2.0 20.4 39.0 15.4 5.6 12.2 5.3

無回答 92 2 13 37 10 8 12 10

100.0 2.2 14.1 40.2 10.9 8.7 13.0 10.9

　全　　体 1,382 29 240 604 201 79 154 75

100.0 2.1 17.4 43.7 14.5 5.7 11.1 5.4

18～19歳 5 - 1 2 - 1 1 -

100.0 - 20.0 40.0 - 20.0 20.0 -

20歳代 88 4 20 41 5 6 12 -

100.0 4.5 22.7 46.6 5.7 6.8 13.6 -

30歳代 206 10 29 90 22 16 34 5
100.0 4.9 14.1 43.7 10.7 7.8 16.5 2.4

40歳代 313 3 70 137 39 18 35 11

100.0 1.0 22.4 43.8 12.5 5.8 11.2 3.5

50歳代 223 7 34 105 29 11 22 15

100.0 3.1 15.2 47.1 13.0 4.9 9.9 6.7

60歳代 238 1 33 108 47 14 20 15

100.0 0.4 13.9 45.4 19.7 5.9 8.4 6.3

70～74歳 94 1 21 32 24 4 6 6

100.0 1.1 22.3 34.0 25.5 4.3 6.4 6.4

75歳以上 124 1 20 52 23 2 12 14

100.0 0.8 16.1 41.9 18.5 1.6 9.7 11.3

無回答 91 2 12 37 12 7 12 9

100.0 2.2 13.2 40.7 13.2 7.7 13.2 9.9

居

住

地

域

別

性

別

年

代

別
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４ 県立文化施設の利用率  県民ホール 大ホール 

（「平成 29 年度 県民ホール年報」）
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５ 県立文化施設の利用率  県民ホール 小ホール 

（「平成 29 年度 県民ホール年報」）
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（「平成 29 年度 ＫＡＡＴ神奈川芸術劇場 年報」）

６ 県立文化施設の利用率  神奈川芸術劇場 
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（「平成 29 年度 音楽堂年報」） 

７ 県立文化施設の利用率 音楽堂
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（「平成 29 年度 かながわアートホール年報」） 

（１）利用日数・利用率

利
用
可
能
日

利
用
日
数

利
用
率

空
き
日

利
用
可
能
日

利
用
日
数

利
用
率

空
き
日

利
用
可
能
日

利
用
日
数

利
用
率

空
き
日

利
用
可
能
日

利
用
日
数

利
用
率

空
き
日

利
用
可
能
日

利
用
日
数

利
用
率

空
き
日

利
用
可
能
日

利
用
日
数

利
用
率

空
き
日

平成25年度 356 322 294 91 28 344 340 99 4 345 246 71 99 345 310 90 35 344 259 75 85 344 311 90 33

平成26年度 356 325 294 90 31 345 340 99 5 345 250 72 95 345 277 80 68 345 192 56 153 345 286 83 59

平成27年度 357 332 311 94 21 345 341 99 4 345 257 74 88 345 280 81 65 345 229 66 116 345 295 86 50

平成28年度 356 336 306 91 30 344 338 98 6 344 239 69 105 344 279 81 65 344 240 70 104 344 292 85 52

平成29年度 355 332 297 89 35 342 330 96 12 342 242 71 100 342 311 91 31 342 261 76 81 342 312 91 30

＊開館日数の数え方　　　１年の日数から休館日＜年末年始（12月28日～1月4日)ほか＞を除いたもの

(%)

第5スタジオ

＊利用可能日の数え方 　　開館日数から利用対象外日数（施設点検日等）を除いたもの               　

＊利用率＝利用日数／利用可能日数  　　　　　　　　　　　　　　　　　

（ 日 ・ ％ ）

開
館
日
数

利　　　　用　　　　施　　　　設　　　　の　　　　内　　　　訳

ホール 第1スタジオ 第2スタジオ 第3スタジオ 第4スタジオ

50

60

70

80

90

100

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

ホール 第１スタジオ 第２スタジオ

第３スタジオ 第４スタジオ 第５スタジオ

過去5年間の利用率の推移

50

60

70

80

90

100

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

ホール 第１スタジオ 第２スタジオ

第３スタジオ 第４スタジオ 第５スタジオ

過去5年間の利用率の推移

８ 県立文化施設の利用率  かながわアートホール 

利用日数・利用率 
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９ 県立文化施設の利用率 青少年センター 

利用日数･利用率 

利用施設の内訳 

ホール 多目的プラザ 練習室 

利 

用 

可 

能 

日 

数 

利 

用 

日 

数 

利 

用 

率 

利 

用 

可 

能 

日 

数 

利 

用 

日 

数 

利 

用 

率 

利 

用 

可 

能 

日 

数 

利 

用 

日 

数 

利 

用 

率 

平成 25年度 290 226 77.9% 320 233 72.8% 317 224 70.7%

平成 26年度 284 232 81.7% 323 265 82.0% 333 272 81.7%

平成 27年度 290 229 79.0% 317 269 84.9% 324 260 80.2%

平成 28年度 297 246 82.8% 325 270 83.1% 335 235 70.1%

平成 29年度 301 264 87.7% 323 248 76.8% 321 258 80.4%

過去５年間の利用率の推移 
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ホール 多目的プラザ 練習室
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10 県立近代美術館の作品蒐集管理状況 

購入・寄贈状況 

 24 年度 25 年度＊ 26 年度 27 年度 28 年度 

購入・ 

寄贈状況 

（作品） 

購入件数 ６点 ５件 ４件 ９件 ４件

新規寄贈件数 727 点 788 件 1,079 件 137 件 555 件

管理換件数 ３件 ４件

取得総件数 733 点 797 件 1,083 件 146 件 563 件

収蔵総件数 12,836 点 13,013 件 14,090 件 14,236 件 14,787 件

購入・ 

寄贈状況 

（資料） 

新規寄贈件数 63 件 168 件 0 件

＊ 平成 25 年度より、作品個々の点数から作品総体の件数へ計上方法を変更している。

寄託状況 

 24 年度 25 年度＊ 26 年度 27 年度 28 年度 

寄託状況

（作品） 

解除件数 223 点 ３件 １件 2件 ０件

新規寄託件数 19 点 ５件 １件 27 件 ７件

合計 264 点 69 件 69 件 287 件 326 件

寄託状況

（資料） 

118 件 232 件 701 件

＊ 平成 25 年度より、作品個々の点数から作品総体の件数へ計上方法を変更している。 
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都道府県 標本数
10歳以上
推定人口

(千人)

総　数

スポーツ
観　　覧
(テレビ・
スマートフォ

ン・パソコン
などは除く)

美術鑑賞
(テレビ・
スマートフォ

ン・パソコン
などは除く)

演芸・演劇・
舞踊鑑賞
(テレビ・
スマートフォ

ン・パソコン
などは除く)

映画館での
映画鑑賞

映画館以外
での映画鑑賞
(テレビ・
ＤＶＤ・

パソコンな
ど)

音　楽　会
などによる
クラシック

音楽鑑賞

音　楽　会
などによる
ポピュラー

音　楽・
歌謡曲鑑賞

ＣＤ・
スマートフォ
ンなどによる

音楽鑑賞

楽器の演奏

全国  179,297  113,300 87.0 21.5 19.4 14.5 39.6 52.1 10.1 13.7 49.0 10.9

北 海 道  4,860  4,756 85.2 24.6 14.6 10.8 31.0 49.7 8.7 12.6 47.5 9.1

青 森 県  3,472  1,152 80.7 16.1 12.8 9.2 27.0 47.3 6.6 9.3 41.3 7.4

岩 手 県  3,555  1,135 84.0 20.5 11.9 12.7 24.3 43.9 7.4 11.1 42.2 8.4

宮 城 県  3,586  2,091 86.7 26.4 18.3 13.2 38.2 52.5 9.4 14.0 50.0 10.6

秋 田 県  3,743  906 80.3 21.4 13.0 11.8 26.1 43.4 7.4 10.7 38.6 8.1

山 形 県  4,040  992 84.0 19.1 15.9 12.1 36.6 44.8 8.3 12.5 40.7 8.8

福 島 県  3,743  1,708 83.4 17.9 16.4 10.7 29.7 46.4 7.9 12.3 41.6 7.6

茨 城 県  3,678  2,604 87.5 18.8 16.8 11.5 40.2 51.1 8.8 13.3 47.9 9.3

栃 木 県  3,516  1,759 84.2 17.6 14.5 10.5 37.6 49.0 8.3 11.3 44.2 10.5

群 馬 県  3,449  1,754 86.3 18.2 16.2 12.8 36.2 49.1 8.6 12.3 45.2 10.1

埼 玉 県  5,965  6,555 89.3 20.8 18.9 15.6 44.7 55.6 11.3 15.6 53.0 11.7

千 葉 県  5,046  5,614 90.6 23.0 21.4 15.9 45.1 57.9 10.9 14.9 53.3 11.8

東 京 都  4,836  12,346 90.1 23.8 30.2 22.2 49.7 61.7 14.6 18.0 59.0 14.3

神奈川県  5,351  8,216 90.1 25.3 23.2 16.8 47.4 58.4 13.8 16.7 56.4 13.8

新 潟 県  3,774  2,044 83.3 16.8 18.0 9.9 33.9 46.0 7.7 11.7 42.5 8.5

富 山 県  3,871  949 87.0 20.0 24.2 14.3 40.3 49.5 9.9 13.5 45.0 10.5

石 川 県  3,472  1,016 88.0 20.0 23.2 14.4 39.4 50.3 10.2 12.1 45.7 9.3

福 井 県  3,978  693 85.4 15.9 17.7 10.6 37.2 47.0 9.5 12.7 42.9 8.9

山 梨 県  3,297  744 84.9 20.2 17.3 11.8 34.9 49.2 9.8 11.7 43.3 8.3

長 野 県  3,791  1,861 85.6 18.9 19.0 12.9 32.5 49.4 12.6 13.6 44.1 10.4

岐 阜 県  3,854  1,807 85.4 17.0 14.2 12.1 38.9 47.6 8.2 11.3 43.4 10.2

静 岡 県  3,827  3,294 86.6 17.5 16.8 11.4 35.0 48.8 8.5 13.1 44.2 10.0

愛 知 県  6,208  6,687 88.8 22.9 18.9 15.2 42.0 54.3 9.5 13.0 49.9 12.0

三 重 県  3,538  1,614 86.6 18.3 14.9 12.2 37.5 49.4 7.9 12.8 46.5 9.9

滋 賀 県  3,566  1,253 88.5 20.4 18.1 15.1 40.2 52.2 9.8 13.7 50.2 12.7

京 都 府  3,115  2,338 88.3 19.7 23.9 17.0 41.2 52.4 10.6 15.2 51.1 12.4

大 阪 府  5,197  7,923 86.6 20.8 18.7 16.7 43.0 52.8 9.6 13.6 50.1 10.0

兵 庫 県  4,940  4,935 87.2 22.5 18.7 16.0 38.9 50.2 11.1 15.0 47.8 12.0

奈 良 県  3,458  1,217 86.9 19.6 21.4 15.8 40.7 52.7 10.4 14.4 47.8 10.0

和歌山県  3,280  852 83.4 16.9 13.0 10.7 36.9 46.9 7.2 11.8 41.6 8.9

鳥 取 県  3,452  501 83.1 16.1 16.8 11.4 26.2 43.1 8.5 10.4 41.5 9.3

島 根 県  3,710  607 84.0 20.3 17.0 11.0 26.6 43.3 7.6 9.9 40.3 9.6

岡 山 県  3,323  1,694 87.0 18.8 17.2 12.4 36.9 48.9 7.9 11.8 44.7 10.3

広 島 県  3,472  2,507 87.1 32.9 20.3 12.4 33.9 48.7 8.7 12.4 47.5 10.6

山 口 県  3,257  1,231 84.3 19.7 17.7 10.4 34.1 45.6 8.2 11.2 43.2 9.5

徳 島 県  3,212  664 82.1 18.7 14.1 10.6 31.0 44.9 7.7 10.0 41.3 9.5

香 川 県  3,445  861 85.2 17.1 16.6 11.4 33.6 48.0 7.8 11.7 42.7 9.5

愛 媛 県  2,981  1,220 83.6 19.0 15.7 9.7 32.5 46.5 7.6 10.3 42.6 8.3

高 知 県  3,064  637 80.5 14.0 14.2 8.4 29.0 47.1 6.5 9.7 40.4 7.5

福 岡 県  4,388  4,481 86.3 26.1 18.0 13.0 39.7 48.5 9.3 12.5 48.1 9.7

佐 賀 県  3,719  721 83.1 22.7 15.5 11.2 32.0 44.0 6.9 11.2 43.0 8.9

長 崎 県  3,490  1,191 83.0 18.1 14.8 10.4 29.2 45.0 7.5 10.3 43.4 7.3

熊 本 県  3,176  1,548 82.3 17.3 13.4 10.8 30.6 43.9 7.8 9.7 40.8 9.8

大 分 県  3,272  1,016 84.5 19.9 17.4 11.0 33.6 46.6 8.0 11.6 41.3 9.6

宮 崎 県  3,098  955 81.0 17.9 13.9 10.2 25.5 44.4 8.0 10.1 39.7 9.0

鹿児島県  3,167  1,424 83.5 17.6 12.5 10.4 30.4 45.0 7.9 10.2 42.0 9.0

沖 縄 県  3,065  1,231 83.9 20.3 13.4 12.5 36.2 49.8 7.3 8.9 48.4 10.7

11 過去 1 年間に美術鑑賞等の文化芸術の鑑賞・活動を行ったことのある人の割合 
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都道府県

邦　楽
(民 謡，
日本古来の
音楽を含む)

コーラス・
声　　楽

カラオケ
邦 舞・
お ど り

洋　舞・
社交ダンス

書　道 華　道 茶　道 和裁・洋裁
編み物・
手　　芸

趣　　味
としての
料 理・
菓子作り

園　芸・
庭いじり
・ガーデ
ニング

全国 2.9 2.8 30.7 1.6 1.4 4.1 1.8 1.6 6.4 10.6 17.8 25.7

北 海 道 2.8 2.2 31.1 1.2 1.1 2.6 1.2 1.5 6.4 12.0 17.8 26.5

青 森 県 2.5 1.4 22.9 1.6 1.1 2.6 1.3 1.0 5.6 10.0 14.3 24.4

岩 手 県 2.5 2.4 24.4 2.4 1.0 3.0 1.4 1.1 6.4 11.5 15.3 27.9

宮 城 県 4.0 2.7 29.9 1.6 1.3 2.9 1.5 1.2 6.6 11.4 17.8 27.7

秋 田 県 3.1 2.0 21.6 2.1 1.1 3.1 1.5 1.4 6.1 10.0 16.1 27.4

山 形 県 2.5 2.3 27.6 1.8 1.1 3.8 2.2 1.3 5.9 10.8 16.8 28.9

福 島 県 2.5 2.6 25.4 1.1 1.0 3.4 1.1 0.6 5.3 9.9 15.1 29.1

茨 城 県 2.3 1.8 29.2 0.9 1.5 4.2 1.6 1.3 5.4 9.8 15.9 32.3

栃 木 県 2.5 2.5 27.4 1.3 1.2 3.7 1.5 1.3 5.9 9.5 17.4 30.5

群 馬 県 2.8 2.5 28.9 1.5 1.3 4.5 1.9 1.4 6.7 10.3 16.3 32.1

埼 玉 県 2.9 3.1 32.6 1.2 1.4 5.4 1.6 1.2 6.6 10.9 18.2 27.1

千 葉 県 2.4 3.1 33.4 1.6 1.6 4.2 1.4 1.4 6.6 11.1 18.0 28.8

東 京 都 3.2 3.9 35.2 1.6 1.9 3.8 1.7 1.7 7.2 10.9 19.9 20.7

神奈川県 3.4 4.4 35.3 1.9 2.0 4.3 1.8 1.3 7.8 11.4 21.1 25.0

新 潟 県 2.4 1.7 26.0 1.7 0.9 3.6 1.8 1.7 5.8 9.7 15.7 26.4

富 山 県 2.9 2.6 27.2 1.9 1.1 3.8 2.5 2.9 5.5 10.4 16.3 28.2

石 川 県 3.2 1.4 28.4 2.0 1.2 3.9 2.6 3.1 5.9 10.0 17.5 26.9

福 井 県 2.7 1.7 27.5 2.0 0.8 4.3 2.8 2.1 5.5 9.7 18.1 26.0

山 梨 県 2.7 2.3 30.9 2.0 1.2 5.3 1.8 1.5 6.1 9.6 16.5 28.4

長 野 県 3.0 3.4 28.4 1.9 1.4 4.1 2.5 1.3 5.6 10.6 18.6 30.2

岐 阜 県 2.7 2.1 26.6 1.6 1.3 4.2 2.1 1.9 5.9 10.2 17.8 27.3

静 岡 県 2.8 2.4 27.2 1.7 1.5 3.8 1.9 1.7 6.2 10.1 15.8 27.1

愛 知 県 3.5 2.5 31.6 1.7 1.2 4.4 1.7 1.8 6.3 9.8 17.4 25.1

三 重 県 3.2 2.3 28.2 1.2 1.0 4.8 2.1 2.1 6.0 11.0 17.8 27.4

滋 賀 県 2.5 2.7 32.2 0.9 1.2 4.5 2.3 1.4 6.7 11.2 20.5 28.7

京 都 府 3.4 3.8 28.7 1.4 1.4 4.7 2.8 2.5 6.7 12.4 17.1 25.2

大 阪 府 2.8 2.9 32.7 1.6 1.7 3.8 1.6 1.8 6.3 10.1 16.8 18.7

兵 庫 県 2.9 3.8 30.5 1.2 1.8 4.9 2.0 1.6 7.1 11.8 18.5 23.7

奈 良 県 2.8 3.1 30.9 1.1 1.3 4.6 2.7 2.4 6.9 11.8 19.4 29.6

和歌山県 1.8 2.5 28.7 1.6 1.0 4.3 1.7 1.0 5.9 9.2 15.4 26.2

鳥 取 県 2.6 2.2 24.5 1.4 0.7 2.9 2.4 2.4 6.4 10.2 15.9 25.3

島 根 県 2.4 2.6 23.9 1.5 1.0 3.8 2.3 2.0 5.5 10.0 16.2 28.2

岡 山 県 2.4 2.4 28.1 1.6 1.0 5.5 2.3 2.0 6.0 11.3 18.2 29.6

広 島 県 2.8 2.2 28.4 1.8 1.0 3.7 1.7 1.9 5.4 11.0 18.4 25.1

山 口 県 2.4 2.1 27.6 1.4 1.4 4.0 2.7 1.6 6.3 11.0 16.0 29.2

徳 島 県 1.8 2.1 26.6 2.8 0.8 4.5 1.8 1.5 5.4 8.9 17.8 28.3

香 川 県 1.9 2.3 25.5 1.7 1.3 4.1 2.1 1.9 5.4 9.5 15.9 29.3

愛 媛 県 2.1 1.9 27.2 1.5 1.1 4.2 2.1 1.7 5.9 9.5 15.5 29.1

高 知 県 2.2 1.6 24.3 1.7 1.0 2.5 1.0 0.7 4.6 8.2 12.8 24.6

福 岡 県 2.9 2.6 32.4 1.8 1.6 4.1 2.3 1.4 5.6 10.3 17.8 24.4

佐 賀 県 3.0 1.8 26.5 1.9 1.1 5.7 2.1 1.4 5.3 9.4 17.1 26.6

長 崎 県 2.5 2.5 26.1 2.2 0.9 4.6 1.5 1.2 5.9 9.7 17.2 26.2

熊 本 県 2.1 1.9 27.0 1.5 1.3 3.9 1.8 1.4 6.0 9.5 16.6 26.1

大 分 県 2.7 2.0 27.7 1.5 0.8 4.3 1.4 1.1 5.7 9.6 17.6 26.9

宮 崎 県 2.1 1.9 27.3 1.8 1.1 3.9 1.1 1.0 6.0 9.0 16.2 27.9

鹿児島県 2.3 2.6 28.4 2.2 1.2 3.6 1.4 0.8 6.7 10.2 17.1 29.1

沖 縄 県 4.8 1.9 39.5 2.2 1.8 3.4 1.3 0.5 4.9 7.0 15.6 21.9
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平成 28 年「社会生活基本調査」都道府県、趣味・娯楽の種類別行動者率

平成 28 年 社会生活基本調査  調査対象 全国約８万８千世帯のふだん住んでいる 10 歳以上の世帯員（第

１次抽出単位を国勢調査調査区とし、第２次抽出単位を世帯とす

る層化段抽出法） 

調査期日 平成 28 年 10 月 20 日（５年ごと） 

調査方法 調査員による調査票の配布及び収集 

都道府県 日曜大工
絵画・彫刻

の　制　作
陶芸・工芸

写 真 の
撮 影・

プリント

詩・和歌・
俳句・小説

などの創作

趣　　味
としての

読　　書

囲　碁 将　棋 パチンコ

テレビゲーム
・パソコン
ゲーム(家庭

で

行うもの,
携帯用を
含む)

遊 園 地，
動植物園，

水　族　館
などの見物

キャンプ その他

全国 10.9 3.5 2.2 24.9 2.5 38.7 1.2 3.2 8.5 35.8 33.8 6.4 3.5

北 海 道 11.9 3.7 1.9 24.5 2.2 37.8 1.3 2.7 10.6 37.0 27.8 11.0 3.8

青 森 県 9.9 1.8 1.1 16.7 2.0 29.7 1.1 3.6 9.7 30.9 21.6 4.8 3.4

岩 手 県 11.9 3.0 1.7 18.1 2.5 33.9 0.9 2.5 10.4 29.9 23.0 4.3 3.3

宮 城 県 11.4 3.1 2.6 23.8 2.1 39.4 1.4 3.4 9.6 34.2 35.7 5.2 3.1

秋 田 県 11.8 2.0 1.1 18.0 1.6 31.5 0.8 2.5 8.6 29.0 26.7 3.8 2.9

山 形 県 10.4 2.7 2.0 19.0 2.4 32.1 0.7 3.4 9.4 31.3 29.9 5.3 3.1

福 島 県 11.5 1.9 1.7 20.7 2.3 33.9 0.9 2.3 9.7 31.3 26.4 5.2 2.5

茨 城 県 13.5 2.9 1.9 23.5 2.1 35.7 1.1 2.5 8.6 35.4 35.7 5.5 3.0

栃 木 県 11.9 3.4 2.0 23.4 2.5 35.2 1.0 3.1 9.1 34.7 34.0 4.7 2.9

群 馬 県 11.7 3.2 2.2 23.5 2.5 35.1 0.9 3.1 8.1 33.5 33.5 5.1 2.8

埼 玉 県 10.4 3.7 2.4 28.2 2.7 41.7 1.0 3.8 7.5 37.4 39.0 6.7 3.5

千 葉 県 12.1 4.0 2.4 28.2 2.5 42.4 1.6 3.6 7.7 38.6 38.1 6.0 3.8

東 京 都 9.3 4.7 2.9 30.5 3.4 49.6 1.7 3.7 4.9 40.6 40.5 6.6 4.3

神奈川県 11.2 4.6 2.7 30.8 3.5 43.9 1.4 3.4 6.8 40.0 39.5 7.8 4.5

新 潟 県 10.3 2.4 1.8 19.2 1.4 33.1 0.9 2.5 8.1 30.7 28.3 4.8 2.9

富 山 県 11.9 2.9 2.1 23.3 1.9 37.0 1.6 2.9 9.1 34.1 33.1 4.5 3.3

石 川 県 11.3 2.9 1.7 22.2 2.7 35.4 1.0 3.7 11.2 35.2 32.8 5.3 3.8

福 井 県 11.9 2.3 1.6 19.8 2.0 33.1 1.2 3.3 11.9 33.0 30.3 5.0 2.8

山 梨 県 11.1 3.5 2.2 21.4 3.0 34.3 1.2 2.5 8.8 32.0 29.9 5.4 3.0

長 野 県 12.8 3.5 2.3 21.9 2.5 36.4 1.1 2.9 8.9 32.8 27.3 6.1 3.3

岐 阜 県 10.5 3.0 2.3 21.6 1.8 32.4 1.2 2.3 10.3 34.3 30.7 5.9 3.7

静 岡 県 10.7 3.3 2.0 21.5 2.2 36.5 1.1 2.4 9.3 34.6 33.5 5.5 3.4

愛 知 県 10.5 3.4 2.6 26.5 2.0 38.7 0.9 3.4 9.9 39.4 39.2 8.8 3.4

三 重 県 12.1 2.7 1.8 23.3 2.5 33.8 1.2 2.7 10.5 36.6 33.6 5.8 3.5

滋 賀 県 13.2 3.4 1.8 25.0 2.1 37.0 0.8 3.9 9.1 37.5 36.1 6.0 3.4

京 都 府 9.9 3.9 2.9 25.2 3.1 40.6 1.3 3.3 7.6 34.8 38.8 5.8 3.6

大 阪 府 9.3 3.6 2.3 24.5 2.3 40.1 1.4 3.5 8.3 37.3 34.7 7.4 3.6

兵 庫 県 10.5 4.2 2.1 26.4 2.4 38.0 1.0 3.0 8.5 35.2 34.5 8.2 4.2

奈 良 県 11.1 4.7 2.9 27.1 2.8 40.4 1.5 3.5 6.7 34.1 35.9 6.6 3.5

和歌山県 11.6 3.2 1.8 20.0 2.1 29.5 0.5 2.9 9.2 32.0 30.5 5.0 3.0

鳥 取 県 10.4 2.7 2.1 18.9 1.9 33.9 1.5 3.5 10.1 30.3 25.7 4.1 2.5

島 根 県 11.1 2.2 2.2 18.7 2.2 33.3 1.4 2.6 8.1 28.8 24.5 3.7 2.4

岡 山 県 10.4 3.3 2.0 23.3 2.9 37.8 2.0 3.6 8.1 33.5 28.0 4.9 3.0

広 島 県 10.6 2.6 2.4 24.0 2.1 35.9 1.3 3.1 8.8 35.3 30.7 5.4 3.1

山 口 県 10.9 2.4 1.6 22.3 2.0 34.5 1.4 2.6 10.2 33.1 31.5 4.2 2.4

徳 島 県 11.6 3.6 1.8 20.8 3.1 33.5 1.1 3.3 9.1 32.1 26.8 5.1 2.6

香 川 県 11.3 2.4 1.3 21.2 2.0 33.9 1.5 3.3 9.4 32.8 28.1 4.8 2.9

愛 媛 県 11.3 2.7 1.6 20.2 2.7 32.9 0.8 3.5 9.9 33.0 24.0 4.3 2.4

高 知 県 10.2 1.9 1.7 17.0 1.6 30.8 0.7 2.2 11.0 29.0 24.0 4.8 2.7

福 岡 県 10.8 3.8 1.8 23.2 2.8 36.0 1.2 3.2 9.5 34.4 29.1 6.0 2.8

佐 賀 県 9.4 2.5 1.7 21.3 1.4 31.3 0.9 2.5 10.4 30.7 26.1 4.0 2.5

長 崎 県 11.6 3.1 1.3 19.3 1.7 31.5 1.0 2.3 10.5 29.9 24.6 4.0 2.9

熊 本 県 10.9 3.0 1.3 21.5 2.2 31.7 1.2 3.6 12.9 30.7 24.3 5.0 3.1

大 分 県 11.7 2.9 1.9 21.8 2.3 32.4 1.1 3.7 10.7 31.6 27.9 5.2 3.2

宮 崎 県 12.1 2.9 2.2 20.3 1.5 30.7 1.2 2.1 12.2 30.8 26.3 5.4 2.5

鹿児島県 13.4 2.8 1.6 20.9 1.9 30.5 0.8 2.5 12.4 30.2 27.4 5.9 2.0

沖 縄 県 13.7 3.3 1.7 19.5 1.7 33.0 1.6 2.7 3.9 28.5 24.8 7.2 2.8
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Ⅴ 年次報告のまとめ（文化芸術振興審議会意見） 

県の文化芸術振興の総合的な目標等を定めた「かながわ文化芸術振興計画」（平成 26 年３月

に改定）において、「重点施策」及び「基本的な施策」に位置付けた各事業の実施状況等を取り

まとめたものとして、平成 30 年８月 21 日開催の第 23 回審議会において、県から報告を受けた

ところである。 

 当審議会として報告を受けた内容について審査を行い、次の計画改定も視野に、課題等につ

いて、次のとおり意見を述べ、この年次報告のまとめとする。 

１ 重点施策２について 

「次代を担う子ども・青少年の文化芸術活動の充実」のアウトリーチ関係については、県が

全てを行うことは不可能な分野であり、実績報告も、県の直接事業であると非常に件数が少な

い。県下全体を考えた場合、市町村や関係団体との連携をもう少し幅広く行っていくための仕

組み作りが必要である。 

２ 重点施策５について 

「文化芸術の振興を図るための環境整備」については、施設の維持・保全の他に人材の確保

についても考える必要がある。各施設や分野の垣根を超えた企画や調整には、それを取りまと

める幅広い視野を持ったアートマネジメント人材の育成が望まれるが、県が行えることには限

界があるのも承知しているため、大学等との連携などを活用できるように、常に意識していく

ことが必要である。 

３ 県の役割について 

県の役割については、人材育成や、アウトリーチ、あるいは全県展開に関しても、県が直接

やるものを増やすというよりも、市町村や民間がやるものをサポートしていくことが求められ

ている。県が下支えをすることによって、県全域に文化芸術の振興について広がりを促すとい

う視点も必要であり、次期計画の中で盛り込めるように検討をお願いしたい。 

４ 年次報告の整理の仕方について 

報告書のまとめ方については概ね良いが、各重点施策の課題と改定に向けた今後の方向性

のまとめの記載が、「より参加者が増えるように、今後は市町村や関係団体、学校との連携を

深めていく」というようにパターン化している印象がある。今後は、出来る限り重点施策毎の

課題に応じた具体的な方向性を示すなど、整理の仕方について工夫をお願いしたい。 


